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１ 開 会 

 

【広報県民課長 藤森茂晴】 

皆様、お待たせいたしました。本日は土曜日にもかかわらず、大勢の方にお集まりい

ただき、まことにありがとうございます。 

ただいまから「県政タウンミーティング」を開催いたします。意見交換までの進行を

務めます、私は長野県広報県民課長の藤森茂晴と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

さて、本日の県政タウンミーティングは、県が２月県議会の議論を踏まえて必要な見

直しを行って、３月25日に公表いたしました「子どもを性被害から守るための条例（仮

称）骨子（案）」をテーマとしております。この条例骨子案、特に処罰規定の考えなどを

説明しながら、県民の皆様との率直な意見交換を行いたいと思います。限られた時間で

はございますが、この問題についてともに考え、理解を深める機会にしたいと思ってお

ります。 

それでは、これからおおむね３時半までの予定で意見交換に入ってまいります。本日

の意見交換の内容は、お名前などの個人情報を除きまして、後日、県のホームページで

公開させていただきますので、ご承知ください。 

また、本日の取材の関係で報道各社も多数おられます。大変恐縮ですが、参加者の皆

様の中で、取材の映像に映ってしまうというようなことについて支障のある方ございま

したら、その場で挙手いただきますようお願いいたします。よろしいですか。 

それでは、これから先の意見交換の進行は、県のこども・若者担当部長の轟寛逸が務

めますので、よろしくお願いします。それでは、轟部長、お願いいたします。 

 

２ 意見交換 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

県のこども・若者担当部長の轟寛逸でございます。ここから後の進行を務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは初めに、阿部守一知事からごあいさつを申し上げたいと思います。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

皆さん、こんにちは。今日は大変お忙しい中、そして本当に天気がよくて行楽日和の

中、大勢の皆さんにこの県政タウンミーティング、お集まりいただきましたこと、まず

は御礼申し上げたいと思います。 

今、こんにちはということで、あそこで手話通訳していただいていますけれども、長

野県は手話言語条例を制定をさせていただきました。ちょっと今日のテーマとは直接関
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係ありませんけれども、全ての皆様方、県民の皆様方が安心して暮らせる長野県をつく

っていくというために、特に聾者の皆さん、手話に頼られているコミュニケーションの

手段として使われている方がいらっしゃいます。こうした皆様方も一緒になって地域社

会をつくっていこうということで、これまでも手話通訳、県の大きな催しでは必ずつけ

させていただいてまいりましたが、今回、私ども手話言語条例を作りましたので、ぜひ、

県民の皆様方にも手話について理解を深め、そして尐し、あいさつでも構いませんので、

できるように取り組んでいただきたいというふうに思っています。ちょっと冒頭、申し

上げておきたいと思います。 

今日のテーマは「子どもを性被害から守るための条例（仮称）骨子（案）」についての

意見交換会ということであります。これも約３年前から検討を重ねてきたわけでありま

すけれども、長野県は青尐年の健全育成、青尐年の保護育成、これは県民運動で取り組

んでいこうということで、長い間、他県がいわゆる青尐年健全育成条例、あるいは保護

育成条例、こうした条例を持って取り組んできた中で、唯一、そうした条例を持たずに

取り組んできた県であります。 

このことは、私は県民の皆様方が協力し合って子どもたちを守っていこうという、大

変すばらしい取組であるというふうに思っています。ただ、インターネットの普及や携

帯電話、あるいはスマートフォン、こうしたものがどんどん広がっていって子どもたち

の日常生活に入り込んでくる中で、これまでと同じような子どもたちを守るための取組

でいいのかということをこれまで検討してきたわけであります。 

平成25年の５月に「子どもを性被害等から守る専門委員会」を設置して、この子ども

を性被害から守るための取り組みに関する検討を始め、そしてこれまでもこの条例以外

の分野、県民運動の活性化であったり、あるいはインターネットの適正利用の推進であ

ったり、こうしたことは進めてまいりました。ただ、この条例をつくるかどうかという

ことについては、私自身も慎重に検討するべき課題だというふうに位置づけて、これま

でほかの分野については、ある意味、先行させて取り組んできていますけれども、この

条例については慎重な検討、プロセスを踏んでこさせていただいているところでありま

す。 

私とすれば、まず罰則つきの規制を設けるかどうか、このことについては、私は二つ

課題があるというふうに考えておりました。一つは法的な論点、これはいわゆる他県の

淫行をするということを罰する条例について、さまざま議論があり得るところでありま

した。これは一忚、最高裁判決で、淫行するの解釈については確定しているわけであり

ますけれども、しかしながら、反対意見が裁判官の中からついているということも踏ま

えて、私どもの今回お示ししている条例骨子案の表現は、最高裁で、ある意味確定をし

ているといっても差し支えないと思いますけれども、淫行するというものの解釈により

厳刑をかけ、そして明確化をしたものとなっています。またそこは後ほどご説明させて

いただくことになると思います。 



 - 4 - 

それからもう１点は、冒頭申し上げたように、長い間、県民の皆様方の力で子どもた

ちを守ろうと取り組んできた長野県であります。そういう意味では、この条例をつくっ

ていく、特に規制を設けて対忚していくということについては、県民の皆様方がどうお

考えになるかということも、他方で重要だというふうに思っております。 

これは昨年から、いわゆる専門家の皆様方につくっていただきました条例モデルを基

本として、県民の皆様方と意見交換をさせてきていただいてきたわけでありますけれど

も、条例について慎重、あるいは反対という意見の方もいらっしゃいました。しかしな

がら、私ども意見交換をさせていただいたところ、大半の方は条例について賛成をいた

だけているという状況がありました。 

こうしたことを踏まえて、私どもとしては２月の県議会の前に県としてのこの条例に

ついての基本的な方針というものを定めて、やはり条例制定必要だというふうに考えた

わけであります。そして今回、皆様方にお示ししている「子どもを性被害から守るため

の条例（仮称）骨子（案）」、これを取りまとめて、現在パブリックコメント、県民の皆

様方からのご意見を伺っているところであります。 

そういう中で、今回、こういう形でタウンミーティング、開催させていただいたわけ

でありますけれども、インターネット等におきましても、通常の条例のパブリックコメ

ントとは異なって、例えばこれまでの経過でありますとか、あるいは、特に罰則につい

ての私どもの考え方、想定問答的な形式になっておりますけれども、そういうものも丁

寧にお示しをさせていただく中で、今、県民の皆様方の意見を伺っているところでござ

います。 

私はこういう中で、ぜひ県民の皆様方と直接対話をする必要があるだろうということ

で、今日、こういう形でタウンミーティング、開催をさせていただきました。明日は伊

那で開催をする予定でありますけれども。私はやはり、今日お集まりになられている皆

様方も含めて、全ての県民の皆様方が子どもたちの健全な成長、一人としてそれを是と

しない方はいらっしゃらないと思います。全ての皆様方がやはり子どもたちが本当に希

望を持ち、そして安心して暮らせる長野県をつくっていこうと、この思いについては全

ての方が同じだというふうに思っています。それを実現する上でどういうことが必要な

のかということで、今回、私ども今回の条例骨子案を取りまとめさせていきましたので、

ぜひ私どもの考えをお聞き取りいただいて、子どもたちのために前向きな対話をする場

とさせていただきたいというふうに思っています。 

今日は、私もこの課題に取り組み始めてから本当に子どもたちの状況、性被害の状況、

深刻なものがあるなというふうに実感をしております。そういう、何というか、これ非

常にデリケートな問題であるだけに、例えば具体的なケースが世の中につまびらかにな

らないことが多いわけであります。今日は「子どもの心身共に健康な成長を願う親の会」

代表の野見山ナオミ様に、後ほど、現場で相談等を行っていただいている立場から、子

どもの性被害の実情についてもお話をいただこうというふうに考えております。 
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ぜひ現状、あるいは問題意識を皆さんと共有させていただいた上で、一緒になって本

当に子どもたちのための長野県政、進めていきたいと思っておりますので、どうかよろ

しくお願いしたいと思います。ぜひ率直な、そして前向きな意見交換の場になりますこ

とを心から願って、私の冒頭のあいさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

それでは、意見交換に先立ちまして、本日のテーマでございます「子どもを性被害か

ら守るための条例（仮称）」でございますが、その骨子案につきまして、骨子としてお示

しいたしました条例の組み立ての本質的な考え方でございますとか、また、これまでの

議論をどのように整理し骨子案に反映させてあるのかといったポイントで、県の次世代

サポート課の青木課長から説明をさせていただきます。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、県の次世代サポート課長の青木隆と申

します。皆さんのお手元に、配付資料一覧にございますように、資料１から資料５まで

配布させていただいております。資料１をまずごらんいただきたいと思います。 

２月12日に、ここにございます条例（仮称）骨子（案）をお示ししまして、２月県議

会の議論を踏まえまして、一部修正の上、３月25日に見直した骨子案をお示しさせてい

ただきました。現在、知事のごあいさつにもございましたが、パブリックコメントを４

月25日まで実施している最中でございます。 

では、骨子案をご説明させていただきます。１、目的といたしまして、この条例は、

子どもを性被害から守るための施策に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らか

にするとともに、性被害の予防、性被害を受けた子どもの支援に関する基本的施策、及

び必要な規制を定めることによりまして、長野県の未来を担う子どもの支援に関する条

例、これと相まって、子どもを性被害から守るための施策を総合的に推進し、もって子

どもの尊厳を保持し、健やかな成長を支援する、こういったことを目的とするものでご

ざいます。 

２の定義といたしまして、（１）子どもとしまして、この条例において「子ども」と

は、18歳未満の者をいっております。また（２）性被害といたしまして、この条例にお

いて「性被害」とは、次に掲げる行為による身体的又は精神的被害をいうということで、

アからカにございますように、幅広いものを性被害の定義の中に含めているところでご

ざいます。支援すべき子どもを広くするということで、このように幅広いものを性被害

と定義づけております。 

（３）保護者、（４）学校等につきましてはごらんのとおりでございます。 

今回見直した中で、（５）県民運動というものを追加させていただきました。この条
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例において「県民運動」とは、全ての子どもが、自尊感情及び自己肯定感を育み、社会

との関わりを自覚できるように支援するとともに、子どもの健やかな成長を阻害する要

因を除去し、安全で安心して暮らすことができる社会環境を整備することなどを通じて、

あくまでも、子どもを性被害から守るため、この目的のために、家庭、学校等、事業者、

地域及び行政が相互に連携協力し、一体的に実施する取組、今回、このように県民運動

を定義させていただきました。 

３、基本理念といたしましては、子どもを性被害から守るための施策は、次に掲げる

事項を基本として行うということで、２つ掲げてございます。子どもは、自己及び他者

を大切に思う心を育み、性被害から自己を守るための正しい知識、性やインターネット

に関する知識に基づいて自立的に行動し、健やかに成長していくべき存在であると。

（２）として、子どもを性被害から守るための取組は、県、市町村、学校等、事業者、

県民等が主体的かつ自主的に取り組むとともに、あわせて県民運動として推進されるべ

きものであること、これを基本理念とさせていただいております。 

４として、子どもを性被害から守るための取組に関係する者の責務・役割等というこ

とで、まず初めに県の責務、役割として２つ、アとイと定めてございます。県は、子ど

もを性被害から守るための県民かつ自主的な取組を尊重しつつ、その施策を策定し、及

び実施すると。またイとして、県は、施策の策定及び実施に当たっては、国、市町村、

学校等、医療機関、福祉団体その他の関係者と連携協力するよう努めるものとすると、

この２つを掲げてございます。 

また（２）保護者、（３）学校等、責務を定めておりますけれども、学校等につきま

しては、学校等は子どもが性被害の被害者及び加害者にならないようにするため、子ど

もを性被害から守るための人権教育、またここで性教育並びに情報モラルに関する教育

を行うよう努めるということで、ここに性教育という文言も入れさせていただいており

ます。 

その下（４）事業者、（５）県民、それぞれ責務等を定めています。これについては

ごらんのとおりでございます。 

５の基本的施策といたしまして、（１）性被害の予防に関する施策ということで、３

ページにまいりまして、まずア、人権教育・性教育の充実ということで、（ア）と（イ）

と２つ定めてございます。 

（ア）は、県は、子どもを性被害から守るために教員等に対する研修、教材又は参考

となる資料の提供その他の必要な支援により、学校等における人権教育及び性教育の充

実ということで、学校等における人権教育、性教育のことをここで記載してございま

す。 

（イ）として、県は、子どもを性被害から守るために、団体等への研修、教材若しく

は参考となる資料の提供又は専門家の派遣その他の必要な支援により、地域における子

ども、ご保護者及び県民に対する人権教育及び性教育の充実を図るということで、地域
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における人権教育、性教育の充実を規定してございます。 

同様にイとして、インターネットの適正利用の推進ということで、（ア）が人権教育、

性教育と同様に、学校等における情報モラルに関する教育の充実等、（イ）は地域にお

ける同様なものを定めているところでございます。また（ウ）として、県は、子どもを

性被害から守るために情報通信事業者等との連携により、子どものインターネットの適

正利用を推進する取組を行うということを加えております。 

ウとして、相談体制及び居場所の整備ということで、県は、子ども、保護者等が性に

関する相談をすることができる体制を充実するとともに、子どもが安心して過ごすこと

ができる居場所の整備を促進するということを規定してございます。 

エとして、県民運動の推進等に関する施策ということで、県は、時代の変化に対忚し

た県民運動の推進を図るため、県民運動を担う人材の育成、県民・事業者等の県民運動

への参加を促進するための情報の提供、県民運動を推進する市町村・団体等に対する研

修その他の必要な支援を講ずるということで、先ほど申し上げました定義で県民運動を

加えたということで、ここについても尐し文言を整理させていただいております。 

その下（２）性被害を受けた子どもの支援に関する施策ということで、アとして、支

援体制の整備その他の必要な措置を講ずるということで、現在７月、今年７月を目途に

ワンストップ支援センターの開設の準備を進めておりますが、そのことについて記載し

てございます。イとして、県は、性被害を受けた子どもが安心して適切な支援を受けら

れるよう、支援を行う者に対する研修の実施その他の必要な措置を講ずるということを

記載してございます。 

（３）啓発活動として、県は市町村と連携し、広報その他、必要な啓発活動を行うと

ういことを記載してございます。 

６、子どもの性被害に関する行為の規制ということで、まず（１）基本的な考え方と

して２つ記載してございます。 

アとして、大人が真摯な恋愛を除き、判断能力が未熟な子どもに対し性行為又はわい

せつな行為を行うことは、子どもの成長発達を見守り、支える大人の責任として許され

ないということで、大人の責任の明記をさせていただいております。イとして、条例の

適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意するということで、まず

濫用防止規定をここに置いております。あわせて、子どもの最善の利益を尊重しなけれ

ばならないということでございます。以下、具体的な規制項目を記載してございます。 

（２）威迫等による性行為等の禁止ということで、アとして、何人も子どもに対し、

威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつな行為を行

ってはならない。これにつきましてはその下（４）罰則のアが対忚いたしまして、この

子どもに対し威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせ

つな行為を行った場合は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科するものとする

とするということで、地方自治法条認められました最も重い罰則をここに科するとして
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いるところでございますけれども、この罰則の程度につきましては、長野県を除く46都

道府県中、37都道府県が同様の２年以下の懲役又は100万円以下の罰金というものを科

しているところでございます。罰則の程度としては、多くの県がそのようなものを科し

ているということでございます。 

また（２）のイに戻っていただきまして、イ・ウは何人も子どもに対し、威迫し、欺

き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。ウ

は、何人も子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で性行為若しくはわいせつな

行為を見せ、又は教えてはならない。このイ、ウにつきましては、行ってはいけない行

為ということを掲げてはいるわけでございますけれども、罰則については付さないとい

うことでございます。 

（３）深夜外出の制限ですが、アは、保護者は通勤、通学その他の正当な理由のある

場合を除き、深夜、これは午後11時から翌日の午前４時までの時間をいいますが、深夜

に子どもを外出させないよう努めなければならないという、まず保護者の努力義務を科

しております。その下、イでございますが、何人も、保護者の委託を受け又は同意を得

た場合その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に子どもを連れ出し、同伴し、又は

子どもの意に反しとどめてはならないものとする。これに対しましては、（４）の罰則

のイが対忚いたしまして、これに反した場合は30万円以下の罰金を科するという罰則を

科しております。 

（３）に戻っていただきまして、ウ、エにつきましては、深夜に営業を行う者、それ

から一般の県民の方に対する努力義務ということで、子どもに帰宅を促すよう努めなけ

ればならないという、これもウ、エについては努力義務とさせていただいているところ

でございます。 

それから（４）罰則のウでございますけれども、当該子どもの年齢を知らないことを

理由として、処罰を免れることができないと。それからエにつきましては、この条例に

違反した者が子どもであるときは、当該子どもについては罰則は適用しないと、この条

例はあくまでも子どもを性被害から守ることを目的としたものでございますので、違反

者が子どもであるときは教育等で対忚すると。罰則は付さないということでございま

す。 

以上、ざっとご説明いたしましたが、資料２をちょっとごらんいただきたいと思いま

す。 

イメージ図ということで、ただいまご説明申し上げました条例の骨子案と、長野県を

除く46都道府県がいわゆる青尐年保護育成条例を定めておりますけれども、その違いを

イメージ図ということで比較させていただいております。 

黄色い部分が他県の条例で規定しているものでございまして、他県の条例は左上にご

ざいますように、青尐年の有害環境の排除、左の端の上のほうでございますけれども、

これを目的として条例を制定しているところでございます。 
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規制項目例として、有害文書図画等の販売等制限、罰則ありから、ずっと下の、真ん

中よりちょっと下でございますが、点線の上まで、インターネット上の有害情報に係る

規制まで、幅広い規制項目を設けております。 

また点線の下ですが、性行為、わいせつな行為の禁止ですとか深夜外出の制限、これ

についてももちろん他県の条例では規制項目、罰則付きであるわけでございます。 

それで薄いブルーが今、ご説明申し上げました本県の条例骨子案での規定でございま

すけれども、左の端の下にございますように、本県の条例骨子案の目的はあくまでも子

どもの性被害の防止、これに目的を特化しております。それで薄いブルーの部分でござ

いますが、まず性行為、わいせつな行為の禁止は、先ほど申し上げましたように、威迫

等による性行為等の禁止、それから深夜外出の制限につきましても、一部、罰則付きで

あるわけでございますが、右下にございますように、予防、これにつきましては人権教

育、性教育の充実ですとか県民運動の推進等が記載してあるわけでございます。また右

端にありますように被害者支援、これについても先ほどもご説明申し上げましたように、

条例の中で規定しているわけでございます。また、一番下にございますように啓発活動、

こういったものももろもろ条例骨子案の中に含めまして、あくまでも子どもを性被害か

ら守るための条例とさせていただいているところでございます。 

それでは、資料３をごらんいただきたいと思います。今回、罰則を科すということに

しております「威迫等による性行為等の禁止」の規定につきまして、これまで県民の皆

様、それから一部マスコミの方からもいただいたご質問等につきまして、県の考え方を

質疑形式でまとめさせていただきました。全部で６問ございます。これについて簡単に

ご説明させていただきます。 

まずＱ１として、「条例で一定の性行為を規制しなくても、既存法令で対処できるの

ではないですか」というご質問をいただくこともございますけれども。ここにあります

ように、既存法令でいえば、刑法の強姦罪、強制わいせつ罪や児童買春・児童ポルノ禁

止法、児童福祉法などがあるわけでございます。これは国の法律であるわけでございま

すが、これらの構成要件、構成要件というのはどういった行為が処罰対象になるかとい

ったものでございますけれども、①として、13歳以上の女子に対する強姦罪は、暴行又

は脅迫を用いて姦淫することが必要。②として、同じく13歳以上の男女に対する強制わ

いせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすることが必要と。13歳未満の者

については、一番下にございますように、これについては、13歳未満の者については、

この暴行又は脅迫等がなくても、もう一律に構成要件に該当してくるというようなこと

になってまいります。 

それから③児童買春の罪は被害者の年齢を18歳未満であると知っていること、また性

行為等の前に金品等の供与、又はその約束があること、この２つの要件が必要とされて

いるところでございます。また④児童福祉法の淫行をさせる行為の罪は行為者が、被害

者の年齢を18歳未満であると知っていること、及び行為者と被害者との間に事実上の影



 - 10 - 

響力があることの２つ、この２つが要件とされているというところでございます。 

その下にありますように、強姦罪、強制わいせつ罪の暴行・脅迫については、通説・

判例では、反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされております。また児童福祉

法の事実上の影響力の例といたしましては、部活動をしている児童がその部活動の顧問

の言うことを聞かないとレギュラーメンバーから外されてしまうことから、その顧問の

性行為の求めに忚じた場合、こういったことが例として考えられるところでございま

す。 

それから児童買春法の関係でございますが、金品等の供与の約束がなく、また児童福

祉法の関係では、大人が子どもに対して事実上の影響力を有すると認められない場合等

は対象にならないということで、今回、お示ししました条例骨子案で処罰対象としてお

ります威迫、欺き、困惑は、そうした既存法令による規制では対処できない行為を対象

とするものでございます。 

それから２ページにまいりまして、Ｑ２でございます。「困惑の乗じて行われる性行

為を処罰対象とすることは問題ないのでしょうか」というご質問もいただいておるとこ

ろでございます。 

まず「困惑」という用語ですが、売春防止法等、罰則の対象となる行為の構成要件と

して多くの法律で、現在、使用されているところでございます。２つ目の点でございま

すが、「困惑に乗じて」は、困惑状態を作為的に作り出した場合だけではなく、既に困

惑状態にある子どもを対象にそれにつけ込んで性行為等を行う状況でございます。 

一方、条例モデル検討会、これは条例骨子案のもととなった条例モデルを検討した検

討会でございますけれども、この場で法律の専門家による議論におきましても、こうい

ったことにつけ込んだ場合も処罰の対象とすべきであるといった議論もなされておりま

す。また、本日資料５としてお示ししております、条例に関する基本的な方針を決定し

た２月１日の部局長会議でも、県警本部長からも「警察捜査は具体的な事案に即して、

法令と証拠に基づいて行うと、また仮に条例が制定された場合は、「条例の趣旨を尊重

し適切に運用してまいりたい」といった発言があったところでございます。 

以上のことから、「困惑に乗じて」行われる性行為を処罰対象とするということは、

拡張解釈されて対忚される心配はないものと、県では考えているところでございます。 

それからＱ３「条例は「真摯な恋愛」に立ち入るものではないのでしょうか」という

ご質問でございますが。 

条例骨子案では、まず大人の責任というものをここに記載しているような形で規定し

ているわけでございますが、これはあくまでも基本的な考えを示しておりますけれども、

この規定、大人の責任というのは、具体的な処罰対象行為を示したものではなく、罰則

も付しているものではございません。 

本県では、罪刑法定主義の観点から処罰対象となる行為、先ほど申し上げました構成

要件でございますが、これをより明確かつ具体的に定めております。また下にございま
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す最高裁判決で示された「淫行」、この解釈よりも、性行為等に至るまでの大人の側が

用いた手段が明らかに不当になる場合に限るとしているところでございます。 

最高裁判決ということで、昭和60年10月23日に「淫行」とはということで２つ、第１

類型、第２類型という解釈が示されているところでございますけれども。具体的には、

ここにあります最高裁判決が示した淫行の第１類型、「誘惑し、威迫し、欺岡し又は困

惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行為については、３ペー

ジにまいりますが、まず「誘惑」・「等」、それから「その心身の未成熟に乗じた」と

いうものは拡大解釈を招くおそれがあるということで、こういった文言は使用しており

ません。それで条例骨子案では、他の罰則を伴う法律において既に使用され、問題なく

運用されております「威迫」「欺き」「困惑」による性行為等に限定しているところでご

ざいます。 

よって、条例骨子案で示した処罰規定では、「真摯な恋愛」の有無を問うものではな

く、18歳未満の子どもに対して「威迫」「欺き」「困惑」又は「困惑に乗じて」行う性行

為等を、社会的非難を受けるべき行為として処罰対象としているところでございます。 

また先ほども申し上げました骨子案では、｢国民の権利を不当に侵害しないように留

意する｣という濫用防止規定を盛り込みまして、さらに条例の運用面においては、県警

本部長の発言にもございましたが、捜査における十分な配慮を行うこととしているとこ

ろでございます。 

Ｑ４でございます。「「威迫」「欺き」「困惑」とはどのようなことをいうのでしょうか」

ということで、「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により、

心理的威圧を加え、相手方に不安の念を抱かせることをいいますということで、「威迫」

については公職選挙法等で既に用いられている表現でございます。また「欺き」とは、

嘘を言って相手方を錯誤に陥らせ、又は真実を隠して錯誤に陥らせる行為をいいますと。

「欺き」につきましても売春防止法等、既存の法律で用いられている表現でございま

す。 

また「困惑」とは、困り戸惑い、どうしてよいかわからなくなるような、精神的に自

由な判断ができない状況をいいますということで、これについても既存の法令で用いら

れている表現でございます。 

Ｑ５として「「威迫」「欺き」「困惑」による性行為等とは具体的にはどんな事例をいう

のでしょうか」ということで、本県が関係機関からの聞き取りなどによりまして整理し

た。他都道府県における淫行処罰規定の検挙事例をここにお示ししたところでございま

す。 

「威迫」の事例といたしましては、尐女に、「誰もいないところに２人でいるんだか

ら、やることはーつだ。助けを求めても誰も来ないぞ。」等と威迫し、車内で性交した。

また尐女に、「俺は入れ墨を入れている。俺は恐いんだ。」等と威圧し、車内で性交し

た。こういった事例が考えられるところでございます。 
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４ページにまいりまして、「欺き」の事例といたしましては、インターネットで知り

合った尐女に、自身が芸能人であると偽って興味を持たせ、性交した。運動部顧問が、

運動部員の尐女に「マッサージをしてやる。」と欺き、マッサージ機を陰部に押し当て

た等がございます。 

それから「困惑」の事例といたしましては、尐女に「ドライブに行こう。」と誘い、

山中に連れて行き、「ここで車を降りるか、付き合うか選んで。」等と言って困惑させ

て、車内で性交した。また尐女に、その尐女の性交場面を録画したビデオを他に売却す

る旨告げるなどして困惑させ、ホテルで性交した、このような事例があるわけでござい

ます。 

最後にＱ６といたしまして、「冤罪が生じるという懸念が指摘されていますが、これ

までに他県で青尐年保護育成条例の淫行処罰規定違反が争われ、無罪となった事案はあ

るのでしょうか」ということでございます。 

本県では、他県のいわゆる青尐年保護育成条例に規定される「淫行」に係る最高裁判

例よりも、先ほどもご説明しましたが、規制対象行為を限定しております。条例モデル

検討会の際に調べたところで、他県条例の「淫行」処罰規定違反が争われたものとして、

平成19年に名古屋簡易裁判所で無罪判決というものが１件ございました。 

当該事案の概要は、ここにありますように、31歳の飲食店副店長だった行為者が、高

校生でアルバイトの17歳の女の子と性行為等に至ったというものでございます。 

行為者は職務上、Ａ子が17歳であることを知っていたと、また児童も行為者に妻と子

供がいることを知っていた。こういう状況の中で、行為者、Ａ子のいずれも結婚するこ

とは考えておらず、行為者はＡ子に対して妻と離婚するつもりはない旨、告げていたと

いう状況でございます。また、行為者は性行為の対価として金銭を渡したこともなく、

Ａ子を騙して性行為に至ったという事実もなかったという事案でございます。 

行為者は愛知県青尐年保護育成条例違反の罪に問われた裁判で、行為者の行為は淫行

に当たらないとして無罪判決が出たというものでございます。ここにありますように、

愛知県青尐年保護育成条例は、「何人も、青尐年に対して、いん行」ということで、淫

行処罰規定を愛知県では使っているわけでございます。 

この判例は最高裁判決による第２類型、「青尐年を単に自己の性的欲望を満足させる

ための対象として扱っているとしか認められないような性交か否か」、あるであるか否

かという解釈が争われたものでございます。 

５ページにまいりまして、条例モデル検討会、モデルを骨子案の前につくったわけで

ございますけれども、このモデル検討会で、第２類型は構成要件の明確性に疑問があり、

採用しないとされたことから、条例骨子案で示した処罰対象に無罪となった第２類型の

行為、これは盛り込んでおりません。 

なお無罪判決、この名古屋簡易裁判所で無罪判決が刑事事件では出たわけでございま

すが、この無罪判決を受けて行為者は、国家賠償法に基づいて、国・県に賠償請求を行
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ったわけでございますが、このほうは１審の名古屋地裁は損害賠償責任を認めましたが、

控訴審の名古屋高裁では棄却されたという状況でございます。ですから、刑事事件とし

ては無罪判決になったわけでございますけれども、国家賠償法に基づく賠償請求では覆

ったような状況でございます。概要については一番下に書いているとおりでございま

す。 

以上、Ｑ＆Ａという形で、県民の皆さん、それから一部のマスコミの方から疑問が出

された点につきまして、県としての考えをお示ししたところでございます。 

それから、資料４につきましては今までの経過ということで、知事のあいさつの中に

もございました。子どもを性被害から守るための取組の経過ですとか、それ以前の青尐

年健全育成の取組の状況などを記してございます。 

また資料５につきましては、県民のモデルをもとに、県民の皆さんと意見交換をした

結果を受けて、この２月１日に条例を県として制定すると判断した基本的な方針という

ものをお示ししてございます。これにつきましては、ちょっと時間の関係上、説明は省

略させていただきますが、この後のまた意見交換の場でも、場合によってはこれに触れ

ながら意見交換をさせていただきたいと思います。 

私からのご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ただいまご説明申し上げましたが、質問等ございましたら、後ほどの意見交換の中で

質問していただきながら、理解を深めていただければ幸いでございます。 

続きまして、事例の発表を行っていただきたいと思います。この条例を議論してきた

背景には、見過ごすことのできない子どもの性被害の実態がございます。本日は、日ご

ろ子どもの支援に携わっていらっしゃる、野見山ナオミさんにお越しいただいておりま

す。こちらのほうへお願いいたします。 

野見山ナオミさんをご紹介したいと思いますが、野見山さんは「子どもの心身共に健

康な成長を願う親の会」の代表といたしまして、自尊感情を育む手助けとなるような講

演会、勉強会を主催されております。 

また、子ども時代の性被害につきまして大人から相談されることも多い中で、大学で

学んだ心理学の知識でございますとか、産業カウンセラーの資格を生かして子どもの性

被害、デートＤＶ、あるいは家庭におけるＤＶ、親子関係のカウンセリングを行うなど

幅広く活動されていらっしゃいます。 

本日は日ごろ、野見山さんが現場で体験している子どもの性被害の実情、性被害が及

ぼす影響等につきまして、皆様にお話しいただくためにお越しいただきました。 

野見山さん、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【野見山ナオミ氏】 

ご紹介をいただきました野見山でございます。本日は私が会の主催者としてお聞きし

ている、県内在住の10代から70代という幅広い年齢層の方々から教えていただいた性被

害の実情と、その後の人生に及ぼす影響につきまして、尐しお話をさせていただきます。

内容はお聞きしている中の幾つかのケースを複合とした３例とさせていただきました。

どの方も子どものころに遭われた性被害のことで、程度の差はありますが、何らかの生

きにくさを抱えながら、前を向いて毎日を生きていらっしゃいます。 

お手もとの参考資料は、家に帰られてからにでもご覧いただけたらと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

今回、お話をさせていただくことについて、当事者の方たちからお許しをいただくた

め連絡をしたところ、私たちは何十年たっても、いまだに誰かに相談したことを相手に

知られたら、相手から報復があるのではないかと恐怖におびえながら暮らしている。そ

れに、世間に知られることで好奇の目にさらされるのではないかと思うと耐えられない。

だから私たちは表には出られない。「野見山さんよろしくね」とおっしゃっていただき

ました。本日は代弁者としてお話をさせていただきます。 

まずＡさんです。被害に遭われた当時は中学生です。相手は塾の講師です。 

父方の祖母、おば等からの母に対するいじめとも思える言動を見聞きし、その母をか

ばうことができない父という家庭で育った方です。どちらかというと裕福なご家庭だっ

たそうです。勉強を頑張れば父母が仲良くなって、家の中がまとまるかもしれないとい

う思いから、学校では優等生、ひたすら頑張って勉強をしていたそうです。ですので、

家でも学校でも息が抜けず、唯一、ほっとできる空間が塾だったそうです。 

塾の先生は、Ａさんの頑張りを褒め励ましてくれる、奥さんも子どももいるけれど、

やさしい年の離れたお兄さん的存在だったので、家の中の冷たい関係について相談をし

ていたそうです。寂しい気持ちを受けとめ、真剣に話を聞いてくれるやさしい大人、そ

んな感じで甘えていたのだろうと振り返られています。 

最初は相談に乗ってくれるやさしい先生で済んでいたところが、相談を重ねるうちに

次第にＡさんの肩に手をかける、肩を抱く、抱きしめるというようにその先生の行動が

エスカレートしていきます。気がついたら何となくキスをされていた。それから次の行

動に、Ａさんの中ではやさしいお兄さん的、信頼できる先生だったはずなのに、何が起

きているんだろう、どうしたらいいんだろう、先生、結婚しているよね、子どももいる

のに、これっていいのかなという混乱した気持ちと同時に、嫌だと言ったらもう話を聞

いてもらえなくなるのかな、唯一頼りにしていた人を失ってしまうのかな、このままに

していたほうがいいのかな、先生のことも好きだしと、自分に言い聞かせて先生に従っ

たそうです。 

一度、そういう関係になると、会うときにはいつも体の関係を求められます。先生は

こんなこと親御さんに知られたら大変なことになるね、僕も困るよ、Ａさんのことが好
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きだよとも言われ、Ａさんも親に知られたらますます家族の関係は悪くなる。学校に知

られたら目指している高校に行かれなくなるかもと思い、断ることができず、先生との

関係を続けたのだそうです。 

目指していた高校には入学できたけれど、そのころからうつ症状が出始め、成績は落

ち、リストカットなどの自傷行為が始まったそうです。先生は当初より、いずれ妻子と

別れてＡさんと結婚したいと言っていたそうですが、一向に離婚の気配がないため、Ａ

さんは、先生は本当は自分と結婚するつもりはなく、自分はだまされているのではない

かと思い始め、自分自身も本当に先生を好きだったのかな、擬似恋愛だったのではない

のかなという思いや、先生の奥さんや子どもに申しわけない、何ということをしてしま

ったんだ、どうして断れなかったんだろうと、不信と自責の念にかられパニックになっ

たそうです。 

それからＡさんから連絡をとらなくなり、先生からも連絡はなく自然に関係は解消さ

れていきました。Ａさんはうつ、自傷行為、パニック障害を抱え、後に境界性のパーソ

ナリティ障害という診断名がついて、定期的に精神科受診をし内服もしています。先生

に従ってしまった自分が悪いという自責が非常に強く、また信頼していた先生から裏切

られたという思いから、なかなか人を信頼することができません。唯一のよりどこであ

る勉強は頑張ったので、難関大学を卒業し、就職もし、結婚もしてみたけれど、今度は

夫が浮気をするのではないか、いつ裏切られるかわからないという不安の中で、相手か

ら嫌われないように気を使い、ちょっと嫌な顔をされただけで、自分の全てが否定され

たかのような絶望的な気持ち、見捨てられてしまうのではないかと不安が増大し、パニ

ックになって物を壊したり自傷行為をしてしまいます。安心な人間関係を築くことがで

きません。先生との関係を断ってから、既にもう何年も経過しているのにです。 

次にＢさんです。不注意優位型の発達特性が疑われる方です。国公立の大学を卒業さ

れた知的にはとても高い方です。言われている単語はわかるけれど、文章になると何を

言われているのか途中からわからなくなってしまうのだそうです。あれ、嫌だって言っ

たはずなのに、関係が進んでいったという状態だったそうです。 

最初にお話を伺ったときには性被害の相談ではなく、ある一つの出来事についてだっ

たのですが、お話を伺っているうちに、こういうことが何回かありましたと、子ども時

代の性被害についてもお話をしてくださいました。 

Ｂさんも相手の言っていることを理解できなかった自分が悪いんです。ちゃんと断れ

なかった自分が悪いんですと言います。相手からも、Ｂさんもいいって言ったじゃない

か、俺が悪いんじゃないよねと言われていましたので、余計に自分を責める気持ちが刷

り込まれていったのだろうかと思います。うつ症状が強いときには、こんな自分は嫌だ、

死にたいという気持ちが出てきてしまいます。 

Ｂさんも医療受診をし、内服をしています。あなたが悪いのではないよ、あなたを尊

重しない相手が悪いんだよということをお伝えしながら、Ｂさんの心の回復のお手伝い
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をさせていただいています。 

最近、気になることは、Ｂさんのような発達の特性が疑われる子どもさんや大人の方、

知的境界領域といわれるＩＱが71から84ぐらいを疑われる子どもや大人の方が被害に遭

っているというケースです。相手のペースに巻き込まれてしまって、気がついたら思っ

てもいない事態に発展してしまっていたというケースです。この方たちは障害者手帳は

取得することができないようなＩＱになります。 

私たちの周りには、自分を基準にしたら見えてこない、気がつかない、生きにくさを

抱えた人たちがいて、その方たちが性被害だけでなく、さまざまな被害に遭っている可

能性があることを忘れてはいけないということを、Ｂさんを通して改めて気がつかせて

いただきました。 

最後にＣさんです。Ｃさんはさまざまな大人からいろいろな形で複数回被害に遭って

います。最初の被害は幼尐期です。家族からの加害行為だと思われます。思われますと

いうのは、Ｃさんは解離性同一性障害で、20人ぐらいの人格や幾つかのものが場面場面、

必要に忚じて出てきて対忚しているんですが、最初の被害については、その事実を知っ

ている人格が出てきたら、自ら命を断ってしまう危険性が高いということをご自身が確

信しており、ある理由から今はまだ死ぬことはできないということで、その被害を知っ

ている人格を、全ての人格を管理しているという主人格が寝かせつけているという状態

です。 

解離性同一性障害とは、自分に抱えきれない事態が起きたときに、脳がその問題につ

いて肩代わりしてくれる人をつくり出してしまう障害で、多くの場合、ある人格が出て

きている間に経験した記憶を他の人格と共有していないそうです。自分自身を守るため

の防衛反忚としてあらわれる症状なのだと、お話を聞かせていただきながら実感をして

います。 

Ｃさんはいろいろな大人から何度も被害に遭ってきています。中には学校の先生もい

ました。援助交際をしていたときの大人等もいます。男性と１対１で相対すると危険信

号が点滅して、今まで表に出ていた人格から人形へと交代するのだそうです。そうする

と思考が停止し、自分の体から抜け出したもう一人の自分が、天井からその様子を何の

感情もなくただただ眺めて、行為が終わるのを待っているのだそうです。意識のスイッ

チを切ってしまっているのだろうかと想像します。 

援助交際をするのは男性への復讐をする人格で、手玉にとってやるという気持ちから

だったそうです。でも、本当のＣさんは心の奥底で苦しくて苦しくて仕方がないので、

子ども時代は市販の薬物に依存をしたり、自傷行為をしたり、食べ吐きや拒食を繰り返

していたのではないかと思います。大人になってからは、アルコール依存や体重やカリ

ウム等の値が生存できるぎりぎりの数値になって、入院をするまでになってしまうほど

の拒食、自傷行為はしょっちゅうです。自傷行為をする人格も、深く体を傷つけない人

格と、命にかかわるほど深く切りつけてしまう人格もいます。そのようなけがをしたと



 - 17 - 

きには緊急受診をし、縫合してもらっています。Ｃさんの体は傷だらけです。 

半年に一回ぐらいは自殺未遂を繰り返していました。ご家族とも連絡を取り合ってい

るので、お母様から多量服薬で意識不明です、首をつってこん睡状態のご連絡をいただ

き、そのたびに、なぜ被害者がこんな苦しい思いをしなくてはならないのか、加害行為

をした人は、何事もなかったかのようにのうのうと生活をしているのかもしれないと、

私は心から腹が立ち悲しく悔しい気持ちになります。 

お見舞いにいくと、表に出ている対忚してくれる人格さんが、「いや、首つっちゃっ

たみたいなんです」と明るい表情で迎えてくれます。首にはくっきりと紐の跡があるの

にです。Ｃさんは自分の感情がわからないとおっしゃいます。つらかったですねと言葉

をかけると、つらいってわからないとおっしゃいます。うれしい、楽しい、悲しい、悔

しいという気持ちもなく、一番表しやすいはずの怒りの感情すら、出てきたと思うと霧

のように散って消えてしまうのだそうです。感情もなく、痛みも感じず、味覚も嗅覚も

麻痺し、晴れわたった真っ青な空でさえ、いつも１枚カーテンを引いた向こう側に見え

るのだそうです。「いつも曇り空、感情や痛みがあったら生きていけないでしょ」と、

Ｃさんに言われました。 

Ｃさんは心身も認知の理解度も発達過程であるのに、そのＣさんをだまして言葉巧み

に加害行為をした人たちにさえも怒りの感情は出てきません。私のほうが怒りをあらわ

にすると、フッと寂しそうに笑って、「私にかわって怒ってくれてありがとう、そんな

に怒らないで」みたいなことをおっしゃいます。本当に悲しいです。 

大人になってから精神科の主治医に、援助交際で男性を手玉にとって復讐していたと

いうような話をしたときに、その行為も自傷行為だよと言われて、肩から力が抜けたそ

うです。生理的に受けつけられない、絶対、嫌なはずの男性との関係なのにどうしてそ

こにいってしまうのか、復讐と言いながら、言い聞かせながら、けがらわしい自分なん

かもっと汚れてしまえばいいという自分を傷つける行為なのだと、主治医が教えてくれ

て納得できたそうです。汚れた自分だからと、お風呂に入るたびに固形石鹸１個を使い

切ってしまうまで体を洗い続けることがあるそうです。 

子どもができたときにも、けがらわしい自分に授かった、できた子どもだというとこ

ろから、自分のお腹を何度もたたいたり、走ったり、高いところから飛び降りたりして

流産をさせてしまうような行動をとりました。結果として、それが原因かどうかはわか

りませんけれども、流産という結果があったそうです。 

Ｃさんには、いつか主人格が眠らせている人格が起きて自ら命を断ってしまわないよ

うにと心の中で祈りながら、おばあちゃんになったときに、お茶でも飲みながら、あん

なことがあったねと笑い合えるといいねと話しています。私の願いです。 

今回、お話させていただいた３例は、子ども時代にさまざまな形で複数回被害に遭い、

既に大人になっている方々です。行為障害から仕事につくこともできず、障害年金を受

給しながら自分のお金で医療受診をし、時に入院も必要とされ、過去の事実を話したこ
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とで加害行為をした人からの報復があるかもしれないと脅え、世間に知られたら自分も

家族も好奇の目で見られるという怖さに脅えながら生活をしています。でも、回復した

いという気持ちがあるから、生きようという気持ちが心の奥底にあるから医療受診をし、

人とつながることを求めてくださるのだと信じています。被害者でありながら、そんな

想像を絶する大変さを抱えながら生きている人たちが、現実にいることをどうか知って

いただけたらと思います。 

今まで性被害に遭った子どもが県内にいなかったわけでなく、声を挙げられなかった、

そして、今も声を挙げられないでいるということなんです。性被害に遭うということは、

後の人格形成、生活、人生にも深く影響を及ぼしてしまう重大な被害であることを当事

者の方々から教えていただきました。相談できず、一人で抱えてしまう期間が長くなる

ほど、がん細胞のように内側に浸潤し、生活全般の生きにくさへと広がっていってしま

います。トラウマが深くなっていってしまいます。中には、被害後、早期に相談してく

ださった、当時、子どもといわれる年齢の方たちもいます。今でも時々、仕事について

相談したいことがあると、未来に向かったお話を聞かせていただくことがあります。そ

んなときには本当にうれしい気持ちになりますし、その方が本来持っている力がいかに

すばらしいものであるかを教えていただき感動しています。 

身近にその人のつらさに寄り添い、あなたは悪くないよ、話してくれてありがとう、

よく頑張ってきたねと寄り添ってくれた大人に出会えた人は、人との信頼関係の再構築

や未来に向かって生きようとする自分を信じる力の回復が早いのではないかと感じてい

ます。 

さまざまな年代の方からお話を伺わせていただきますが、共通していえることは、信

頼してよいはずの大人から不信を植えつけられ、自分自身さえ信頼できなくなってしま

ったこと、一番大切な安心した人との関係という根幹を壊されてしまったことではない

かと思います。次世代を担う子どもたちが安心して生きられるために、微力ではありま

すが、これからもできることをやっていきたいと思います。 

本日は実態、被害後の影響について聞いてくださいまして、ありがとうございまし

た。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

野見山さん、ありがとうございました。大変深刻な性被害の実態、あるいは被害を受

けられた方の傷の深さにつきまして、おそらく報告されること自体がおつらい内容だっ

たかなというふうに思います。本当にありがとうございました。 

それでは、この後、意見交換に移らせていただきますので、知事には中央のほうに移

動をお願いいたします。 

それでは、この後の意見交換の進行をさせていただきます。本日はできるだけたくさ

んの方にどんどん発言をしていただきたいというふうに思います。ただ、これまでの議
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論の中で最も重要なポイントといたしましては、処罰規定を置くことの是非に論点が集

約されているかというふうに思います。条例骨子案で申しますと、威圧等による性行為、

わいせつな行為に対する処罰、罰則ですね。それから深夜に子どもを連れ出すことなど

に対する罰則を設けることの是非ということでございます。 

そこで、本日は最初にこの処罰規定に関してまとめてご意見をいただいて、それに対

して県側のお答えをしながら意見交換を進めてまいりたいと思います。そして、その後

で処罰規定にかかわらず条例骨子案全体につきまして、全体的なご意見を賜ってまいり

たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、この処罰規定についてでございますが、どなたからでも結構でございます。ご

発言のある方、挙手をしていただきたいと思いますが。一つ、お願いでございますけれ

ども、差し支えなければ、発言の前に二つのことをおっしゃっていただきたいと思いま

す。一つは、所属される団体がございましたら団体名、それからお名前、氏名でござい

ます。もちろん匿名を希望される場合は、お名前をおっしゃっていただかなくて結構で

ございますけれども、ご協力いただける範囲でよろしくお願いいたします。 

それではご発言ある方、すみません、挙手をお願いしたいと思います。いかがでござ

いましょうか、どなたからでも結構です。 

どうぞ。今、マイクをお持ちいたしますので、お願いいたします。 

 

【参加者・男性Ａ】 

子どもの性被害ということで、ここの対象者がというか加害者というか相手のほう、

大人のほうが18歳以上ということになっているんですよ、18歳以上ということでよろし

いですね、大人ということで。とすると年齢差ということを考えて、17歳の女の子、男

でも女でもいいですけれど、17歳の尐年と18歳、19歳、二十歳というか、そういったよ

うなごくわずかな年齢差、この間では恋愛というものは多分どこでもあり得ると思うん

ですよ。皆さん、結婚している方なんて、ご夫婦が同年齢とか、そういったこともあり

得ないというか、同年齢の方もいらっしゃるし、年齢差というものがあると思うし、人

の誰を好きになるかというのは、その人その人の自由だと思うんですよ。権利というか、

私は年上の方がいいなとか、そういった、いや年上だからということだけではなくて、

その人がたまたま年上だったということも大いにあるわけで、そうすると、そういった

方、同年齢の方々同士でつき合っていれば、ラブホテルに行こうが家でＨしようが、毎

年毎年、毎日毎日Ｈしようがかまわないけれども、年齢差があれば、それをやることに

よって、警察によって警察の取り締まりの対象になってしまうと、そういった対象にま

ず認証されてしまうということ、そこがやっぱり不自然だな、不自由だなと思うんです

よ。特に尐年にとっては、男でも女でも尐年にとっては、年齢差が、女とセックスすれ

ば取り締まりの対象というか、そういったことになってしまうということ、それ自体が

公権力が介入してきてしまって、恋愛に対する公権力の介入を呼ぶような、そういった
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状態になっていると思うんですよね。そこがやっぱり根本的に間違っていると思いま

す。 

年齢差を設定するか、やっぱり努力義務にするかとか、そういったようなことで考え

てもらわないと、18歳をまたげば全部、捜査対象になるというんだったら、落ちついて

恋愛なんてできやしないということです。恋愛に対する不当な介入になりかねないと、

そういうことです。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。ただいま、恋愛に関する公権力の介入の恐れといったような

趣旨でご発言をいただきました。 

議論を深めるために、同趣旨のご意見ございましたらまとめていただいて、その後、

県側の考え方を述べさせていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか、関連す

るご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

よろしければ、とりあえず今のご質問に関してお答えをお願いします。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

ご質問いただきましてありがとうございます。これは、何もこの条例で定めているの

は、大人と子どもの恋愛を一切認めないと言っているわけではないわけですね。 

 

【参加者・男性Ａ】 

対象が、捜査の対象にはならないけど、18歳を超えてしまったら、それまでつき合っ

ていても、18歳を超えてしまったら捜査の対象になるわけですよ、何かのことがあれ

ば。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

何かのことがあれば・・・ 

 

【参加者・男性Ａ】 

あの警察に見つかったとか、誰かが通報したとか、誰かに通報されたとか、警察にラ

ブホテルに入るところを見られたとか、そういうようなことになると、まあみんなです

よ。 

学生服同士でラブホテルに行ったって問題にはならないだろうけど、この条例では、

車に乗って、一人が学生服で入っていったら捜査の対象になるわけですよ。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

あくまでも、ここで規制項目、骨子案のまず３ページの一番下に、規制に対する基本
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的な考え方ということで、先ほど申し上げましたが、３ページから４ページにかけまし

てまず大人の責任という、これまず訓示規定でございますね。処罰対象になるのはあく

までも、何回も申し上げておりますけれども、子どもに対し威迫し、欺き、若しくは困

惑させ、またはその困惑に乗じた、こういった行為がない限りは・・・ 

 

【参加者・男性Ａ】 

いや、そこに至るまで外形的に、外形的に相手が大人だったら捜査の対象になる、そ

こからでないと調べられないじゃないですか、威迫があったとか何とかというのは。威

迫しただとか困惑しただとかというのは、そこの相手が18歳以上とか、車に乗っている

なり、そういったような、ネクタイを締めた人だったりとか、そういった人でないと、

そこからではないと捜査の対象にならないじゃないですか。威迫したとか困惑したとか

が初めにあったら、そこで18歳になったらそれで捜査、その前にそこの、年齢差がある

ことから、年齢が同じだったら初めから捜査しないところになるでしょう。年齢差があ

るところから捜査というかそういった介入が始まるわけで、そこが、そこで公権力が入

ってくると、警察とかが入ってくると恋愛を邪魔することになるんですよ。まあ俺はや

ったことがないけれども、高校時代でも今でもそんなの、そういったようなことはない

けど、そこに警察が入ってくる可能性があるわけですよ。 

そうすると、女の子でも、男の子でも相手と恋愛していたいという、そういったとこ

ろに入ってくるわけで恋愛を邪魔されてしまうわけですよ。高校生というか尐年や尐女

の一番の生きる力というか、そういったものがそういうふうになってしまう可能性があ

ると。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

ご意見ありがとうございます。ご質問は多分、一番多くの県民の皆さんが知りたいと

ころじゃないかと思うんですけれども、私も大学生のころ恋愛したりして、それは18歳

未満、以上、それは恋愛するときにそこの境目を気にして決して恋愛しているわけでは

ないと思います。 

今回の条例は、先ほど、かなり罰則のところについては丁寧にご説明させていただき

ましたけれども、まず真摯な恋愛を除いて、真摯な恋愛を全く否定するものではないで

す。これは性的自己決定権、私は非常に重要な概念だというふうに思っていますので、

そこは今回の条例骨子案は、ほかの県のものに比べると最大限、尊重させていただいて

います。先ほどの罰則の対象、この資料の２のところで、他県と私どもの条例、今の骨

子案がどう違うかということを尐しわかりやすく書かせていただいていますけれども。 

随分いろいろ研究されていらっしゃると思うんでけれども、例えばこの淫行処罰の話

については、ここに書いてあります昭和60年の最高裁判決が、いわゆる福岡県の淫行す

るということに対して、これどう判断をするか、そもそも淫行するという規定自体は合
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憲なのかと、構成要件、不明確じゃないかというような議論で争われたケースがありま

す。そのケースの最高裁の判断としては、そこに書いてありますように、誘惑、威迫、

欺き、困惑、心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行為と、それから②として、

単に自己の性的欲望を満足させるために行う性行為ということで、もともとの条例の規

定が淫行するということで、かなり社会通念上、どう解釈するかということがかなり議

論が分かれる規定を最高裁が解釈して、こういう判断のもとで合憲だというふうにされ

ています。 

私ども、先ほど申し上げましたが、これ、尐なくとも私はやはり法令で、条例で罰則

を定めるというからには、やはり明確な規定を置くということが必要だというふうに思

っております。そういう意味で、実はこの最高裁の判例、何人かの裁判官が反対意見を

付しています。例えばこの第２類型、単に自己の性的欲望を満足させるために行う性行

為、これはおそらく普通の恋愛で性行為を行うときにもあり得る概念ではないかという

指摘がされています。 

で、実は淫行をするという概念であれば、今の確立された最高裁判例からすると、ま

あ何というか、欺罔とか威迫とかそういう行為を用いなくても、例えば私が加害者側と

したときに、私の内心、私が誰かに対して性的欲望を持って、それを単にそれを満足さ

せるためだけであれば、他県の淫行する条例は処罰対象になります。そうするときわめ

て、ご指摘のとおり、対象が広くなり得るというふうに思っています。今回の私どもが

お示ししている条例骨子案はそこの概念は除かせていただいています。誘惑、欺き、困

惑というところに限定をさせていただいていますので。 

もちろん、私は子どもに対する大人の恋愛を認めるか、認めないかという話になると

非常に微妙な話になってくると思いますけれども、尐なくとも今回の条例では、基本的

な考え方に書いてありますように、大人が真摯な恋愛を除き、判断能力や未熟な子ども

に対し性行為又はわいせつな行為を行うことは、子どもの成長発達を見守り、支える大

人の責任として許されないというふうにしています。 

まず基本的に自由な、真摯な恋愛は、これは認めるということをはっきり書いている

わけでありますし、その逆として、これは今、申し上げたようなものについては許され

ない行為としていますけれども、しかしながら、罰則の対象にする具体的な行為につい

ては、構成要件を明確化するという観点からかなり絞り込んでいるということで、そこ

はご理解いただきたいというふうに思います。 

警察の捜査が及び得るんじゃないかという話ですが、これは私ども先ほど申し上げま

したように、この条例の趣旨、今、申し上げたような趣旨でありますから、この基本的

な考え方を決定したときも県警本部長から条例の考え方、この趣旨はしっかり尊重して

いくということを発言されています。 

こういう中で、ぜひ全体としてこういう組み立てになっているということはご理解い

ただきたいというふうに思います。その上でまたいろいろご意見あると思いますので、



 - 23 - 

またご発言いただければというふうに思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

発言された方、よろしいでしょうか。 

 

【参加者・男性Ａ】 

何度も言われるように・・・もしくは尐年の心が、尐年または尐女、18歳未満の子ど

もの心が傷つかないように、警察とかほかの、自分たち以外の第三者が介入して、その

子どもたちの心が傷つかないようにということを望んで、今の件に関しては終わらせて

いただきたいと思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。どうぞ。 

 

【参加者・男性Ｂ】 

今日、野見山先生から具体的なお話もあって、本当にこういうことがあってはいけな

いと思うんですけど、それと同時に、今回のこの罰則規定でこれを解決できるとも思い

ませんでした。これは僕の意見ですけれども。 

それから質問なんですが、罰則をこの適用するときに、例えば真摯な恋愛をしていた

として、例えばそこで痴話喧嘩が発生して、その相手のほうが困惑しただとか欺かれた

というふうに言ったときに、それが本当なのか、うそなのかというのを今度のこの条例

というか罰則では一体どうやって見分けるつもりなのかということと、もう１個、疑問

に思うのが資料３のＱ５のところで、これ具体的に事例が出されているんですけれども、

ここに出されていることは、どう見てももう強姦や強制わいせつにしか思えないんです

が。これは今、現行法では長野県内では何の対忚もすることができないのか、それから、

これまでこういうことに対しては何の対忚もしてこなかったのか、ということを聞きた

いんですが、お願いします。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

今、真摯な恋愛の中でのけんかのような場合どうするのかというところと、Ｑ＆Ａの

中のＱ５のところですね。その解釈についてご質問がありましたけれども。まず、では

お答えをお願いいたします。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。 

まず罰則規定だけでは解決できないんじゃないかというご意見をいただきましたけれ
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ども、県としても罰則規定を設けたから全てそれで解決するとはもちろん思っておりま

せん。ご指摘が、県民の皆さんから多くのご意見ございましたように、教育の必要性で

すとか、それはもちろん大事なことだと思っておりますので、先ほど申し上げました条

例骨子案では、性教育ですとか人権教育も進めていくということで、県民運動も活性化

していくということでございます。 

あわせて、つき合っていながら関係がうまくいかなくなって困惑したといった、そう

いった形で例えば一方の方が警察に訴えるですとか、場合によっては保護者の方がつき

合っているのが気に食わないからということで、認められないということで警察に訴え

るという、こういうことも考えられるわけでございますけれども、仮にそういったこと

があった場合でも、その実態の中でどういうつき合い方をしてきたのかというのは、当

然、警察のほうでも、仮にもし捜査するにしても、当然、そういうことは調べるわけで

ございますし、いきなりそういう訴えがあったからすぐ逮捕ということにはまずならな

いはずでございますので。 

それから、困惑の状況ということで、威迫、欺き、困惑のＱ５の例が、これは強制わ

いせつとかそういうことになるのではないかというようなご質問でございますけれども。

Ｑ１のほうで、ちょっとご説明申し上げましたけれども、あくまでもこの①、②、③、

④と書いたその次の点でございます。強姦罪、強制わいせつ罪の暴行・脅迫については、

通説・判例では反抗を著しく困難にする程度のものという、こういうものが要求されて

いるところでございまして、ここのＱ５で挙げたものがそれに該当するのかというと非

常に難しい状況になってくるということで。現行法上では、長野県内、条例もないわけ

でございますから、逮捕することができないというような状況になってしまっていると

いうことでございます。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

発言された方、よろしいですか。 

 

【参加者・男性Ｂ】 

今までこういうことがあったという、では何の対処もしてこなかったということです

か。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

今まで、こういった事例に対しては何の対処もしてこなかったということですね。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

今回の条例骨子案のもとになりました条例のモデルの検討会の場で、県の警察本部の

ほうから、他県並みの条例があれば処罰対象にはなったであろう、というような相談事
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例等が県警のほうに寄せられたものが、平成26、27年でしたか・・・ 

 

【長野県知事 阿部守一】 

ちょっと、では私から。これ条例モデルを検討するときに、平成25年・26年中に警察

本部が認識した中で、他県と同じ条例、他県と同じ条例というのは実はうちの今回の骨

子案よりもうちょっと広いんですけれども、同じような条例があれば捜査の対象になっ

たであろうという事例が17事例、出されています。これは条例がないので対忚できない

というケースが報告されています。 

先ほど、お話いただいたように、私どもも、ちょっとこれ今日はいろいろ罰則のとこ

ろが一番議論があるところですので、罰則の話を中心に先にさせていただいていますけ

れども。私も正直いって、これ罰則だけで解決するなどとは全く思っていません。事前

の予防のための教育であったり、あるいは今まで進めてきた県民運動をさらに広範なも

の、強力なものにしていくこと抜きに子どもたちを守ることはできないだろうというこ

とで、ほかの県の条例とは違って、先ほどごらんいただいたように、性被害の部分の予

防とか被害者支援とか、そういうところまで含めた、これはちょっと、私は47番目に青

尐年保護育成条例を検討している県ではないということをはっきり申し上げなければい

けないと思います。他県のような表現の自由にかかわるようなものを今回入れていませ

ん。逆に性被害を受けた、先ほど野見山さんから報告がありましたが、例えば強姦だと

か強制わいせつだとか、もっといろいろな性被害があります。今回、条例の規制の対象

にするものだけではない広範な性被害があるわけで、そうした被害者に対しての支援で

あるとか、あるいはそうしたことが起きないようにちゃんと子どもたちにも教育をして

いく、こういうことを全体として取り組むことを、今回の条例の骨子案では定めていま

す。 

で、この条例の規制のところは、先ほどから申し上げているように、いろいろ議論が

分かれてきたところでありますので、今回はそこを丁寧にお話をさせていただいており

ますので、決してこの条例の罰則だけで対忚しようというふうに思っていません。 

あえてもう尐し申し上げれば、先ほどから申し上げているように、いわゆる他県の淫

行するというような規定を設けているところよりは処罰対象は狭いです。狭いです。狭

いということは、やはり教育だとか県民運動を本当に真剣にやらないと子どもたちを守

れないというふうに思います。これはぜひ県民の皆さんにはご理解いただいて、やっぱ

り一緒になってこの取り組みを進めていただきたいというふうに思っています。 

法令、条例による処罰対象の明確化、構成要件の明確化という要請と、それからやは

りどこまで、どういう行為を処罰の対象にするかということを我々ぎりぎり考えて、今、

お示ししている骨子案の内容になっているということでありますので、ぜひ、その点は

ご理解いただければというふうに思います。ありがとうございます。 
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【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

ほかにご意見ございますでしょうか、すみません、ほかの方いらっしゃいますので、

お先にお願いいたします。 

 

【参加者・男性Ｃ】 

この骨子案の中で、18歳未満の当事者目線で考えたときに、一つどうなのかなと思っ

たところが、骨子案の３ページ６番のところで「大人が真摯な恋愛を除き判断能力が未

熟な子どもに対し」というところで、18歳未満の子どもイコール判断能力が未熟である

というふうに規定されるというところについて、そうなってくると、例えば17歳の被害

者というふうに、例えば、本人は被害を受けたというふうに思っていなくても、18歳未

満であるということから判断能力が未熟でだまされてしまったから、本人は被害を受け

たとは思っていないけれども、第三者から見てこの子は被害を受けた子だというふうな

言われ方をしてしまった場合に、どうやって18歳未満の被害者とされてしまった子の、

本当はそうじゃないという意見を持っていた場合にどのように尊重されるのかというと

ころと、あとは真摯な恋愛であるかどうかというのを捜査するといった場合には、どの

ような調査というか捜査がされるものなのかというところが尐し心配です。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。資料でいいますと３ページの６番ですね、骨子案の。子ども

はイコール判断能力が未熟なのかといったようなご指摘、それからもう一つは、真摯な

恋愛というのを捜査側がどのように判断するのかといったご指摘ですけれども。 

関連するご意見というのはございますか、よろしいですか。どうぞ、野見山さんお願

いいたします。 

 

【野見山ナオミ氏】 

すみません、野見山です。よろしくお願いします。 

判断能力が未熟な子どもというところでは、正直、そういう子どもさんから、その子

どもさんが発達をしていく過程を一緒に考えさせていただいている者からすると本当に

思考が深まっていくというか、すごく、何というんでしょう、こういうふうにしかとら

えなかったものが、こういう幾つかの多角的に捉えることができるようになっていった

り、自分自身を客観的に捉えられるようになっていったりということが、本当に著しく

発達していく過程であるなということを、その方たちを通して私は教えていただいてい

ます。 

それと、子ども自身にというか、捜査するというか、調査する側というのは、それが
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役割としてやっていくことで、何というか、もしかしたら警察というところにまず行っ

たとしても、それが県の子ども支援センターという子どものことを一緒に考えてくれる

ところと連携しながら、もっと丁寧に子どもの気持ちを聞いていくというようなことも

考えられていくのかなというふうに思うんです。乱暴なことはしていかないと思います、

警察だって、と思っています、私は。それを約束をしていただいているのではないかな

というふうに思っています。 

子どもを守るということが一番大事なことで、そこの、私がかかわってきた人たちも、

本当にどんどんどんどんやっぱり落ちついていくというか、大人になっていくなという、

こんなに成長していくんだな、すごいな、この力はというのを私が感じさせていただい

ているので、そこの表現自体もやっぱりちょっとこれでいいのかなと私は思っていま

す。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

真摯な恋愛についての解釈について、ちょっと県側からもう尐し明確にお話をしてく

ださい。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

ご質問いただきましてありがとうございます。まず判断能力が未熟な子ども、これが

全て、18歳未満の子どもが全て判断能力が未熟だと言っているわけではございません。

当然、個人個人、一律に年齢でもって例えば18歳未満、15歳未満、どこまでが未熟なの

かというのは一様には言えないと思いますので、これはあくまでも個人個人の成長発達

段階というのは差がございますので、あくまでも18歳未満イコール判断能力が未熟な子

どもだと言っているわけではないということをまずご理解いただきたいと思います。 

それから真摯な恋愛にというのは、先ほど資料３のＱ＆ＡのＱ３ですね。条例は真摯

な恋愛に立ち入るものではないのでしょうかということで、真摯な恋愛か否かというこ

とで警察が処罰対象とするかどうかということではなくて、あくまでも、威迫等を伴っ

た行為なのか否かということで捜査に入るんだということを、ちょっとご理解いただき

たいと思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

よろしいでしょうか。構成要件に真摯な恋愛ということは含まれていないということで

ございます。 

 

【長野県知事 阿部守一】  

ちょっと一部報道で、真摯な恋愛に立ち入るんじゃないかという報道がなされていた
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ので、そういうご質問も出てくるのではないかと思いますけれども、今、申し上げたよ

うに、そこは処罰規定の規定の条文にはそういう表現は使っていないということはぜひ

ご理解いただきたいというふうに思います。 

あとは、心身の未成熟のところは、法律の専門家で条例モデル検討するときに、実は

最高裁判例の中で「その心身の未成熟」というくだりがあって、そこも子どもイコール

心身の未成熟という形で一律に拡大解釈されるおそれが否定できないということから、

そういう表現は罰則の対象としては使っていないということでご理解いただければと思

います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

発言された方、よろしいでしょうか。はい。 

ほかの皆さん、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

 

【参加者・男性Ｄ】 

こんにちは。よろしくお願いします。 

先ほど真摯な恋愛ではなく、実際の行為の、威迫等に忚じてというとこだったんです

が、例えば具体的に、資料３のＱ６などで実際の事例というのがあるかと思います。例

えば条例ができた場合、こういった行為が起きた場合、この場合は警察のほうで捜査に

入るんでしょうか、それとも、実際に逮捕なり処罰があるんでしょうか、そのことにつ

いてちょっと具体的にお答えいただければと思います。お願いします。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】 

Ｑ６のような事例があった場合に、捜査に入るか否かというご質問ということでよろ

しいでしょうか。 

Ｑ６は、ここにありますように愛知県の青尐年保護育成条例、４ページのちょっと下

のほうに四角で囲ってありますが、何人も青尐年に対して、いん行又はわいせつな行為

をしてはならないと、この要は淫行処罰条例、愛知県はこういう規定をしているわけで

ございます。長野県は、先ほど申し上げたように、威迫等を伴った行為のみを処罰対象

にしているということで、全く愛知県とは規定の仕方が異なっているわけです。そこら

辺はよろしいでしょうか。 

 

【参加者・男性Ｄ】 

その上で、長野県で実際に条例ができた場合ということについて。 
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【次世代サポート課長 青木隆】 

こういった、すみません、それをご理解いただいた上でご質問ということで申しわけ

ございません。 

長野県の場合は、あくまでも威迫等を伴った場合ということで、このＱ６で問題にな

ったのも、先ほど申しました５ページの上のほうに最高裁判決、昭和60年で第１類型、

第２類型と示されておりますけれども、愛知県の事例のこの第２類型のほうですね。青

尐年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているか否かというのが

争点になったわけでございます。 

で、長野県では、この第２類型については一切、文言はないわけでございます。淫行

という言葉も使っていないし、淫らな性行為という言葉も使っていないわけでございま

すから、こういった事例があった場合には、要は処罰対象にはなっていないということ

でございます。よろしいでしょうか。 

 

【参加者・男性Ａ】 

すみません、そこ捜査の対象にはなるんですよね。処罰の、警察段階で起訴しないと

いうことでしょ、処罰の対象にはならなくても捜査の対象には・・・ 

 

【長野県知事 阿部守一】  

ちょっと私のほうからお話を申し上げたいと思います。このＱ６がついているので若

干、疑義が生じているところがあるかと思いますけれども。これは何というか、冤罪が

起き得るのではないかというご指摘が、これメディアからも出されていましたし、意見

交換会の中でも一部出ていました。 

これ条例モデルをつくるときに、冤罪というか、その捜査され起訴されたけれども無

罪になったようなケースがあるのかないのかということを調べたときに、このケースだ

け存在していたというものであります。 

これ、ちょっと私どもの現在の条例骨子案は、威迫、欺き、困惑、この３つの類型で

あります。ここに、ここが、ちょっと具体的な事案のどこの部分を切り取るかによって

場合によっては変わってくる可能性もありますが、尐なくともＱ６で掲げている事例で

争われたものは、いわゆる最高裁判例の言っているところの、自己の性的欲望を満足さ

せるための対象として扱っているとしか認められないような性交を行っていたかどうか

ということであります。 

それで、私どもの現在の案では、そこについては対象にしていません。したがって、

欺罔等がないものに対して警察が捜査を、その最高裁の判例は淫行するという規定に対

する解釈でありますから、私どもの現在の条例案はその解釈が入ってくる余地はありま

せん。ですから、自己の性的欲望を満足するために性行為を行ったんじゃないかという

ことで、警察が捜査の対象にしていくということはないというふうに思っています。 
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【参加者・男性Ａ】 

いや、そこではなくて、それを判明させるために、それを、そこの大人の心の中を判

明させるために警察が乗り出してくると、そういう可能性があるというか、そこの捜査

の対象というのは。 

 

【長野県知事 阿部守一】  

いや、まず、これ非常に外形的、先ほども申したように、欺罔とか威迫とかそういう

もので、例えば私が自分の性欲を満たしたいがために、そのためだけに女性とそういう

行為をすることを罰するということにはなっていないので、内心の話ではなくて、その

外形的なところで判断をしていくという形になります。 

ですから、ちょっとこれ、この事例と同じような判断が私どもの今、お示ししている

条例で、同じようなというか、そもそも捜査したり起訴したりということが同じような

判断が、私どもの今、お示ししている条例骨子案で行われるということはないです。そ

こは明確に違う書き方になっています。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

すみません、先ほどの方よろしいですか、先ほど言いかけられたことがありますけれ

ども。 

 

【参加者・男性Ｄ】 

すみません、ありがとうございます。処罰のほうにはならないということで、捜査の

ほうには入るかどうかというのは、ちょっと先ほどありましたけれども、その事例によ

るということですか、そういうことではなく一律に・・・ 

 

【長野県知事 阿部守一】 

例えば欺罔、威迫、困惑、これに該当し得るものと認められる事実があるかどうかと

いう形になってくると思いますので。 

今回のこのＱ６は、そうした最高裁判決の淫行は、誘惑、欺罔、威迫、困惑その他心

身の未成熟に乗じたという概念であったり、あるいは自己の性的欲望の満足のみという

ことで、非常に広い概念、その愛知県の条例は、今回、私どもがお示ししたものよりも

広い概念になっておりますので、当然、私どもの条例よりも広い対象が捜査対象になり、

そして処罰の対象になり得るわけでありますので、そこは明確にレベル感は違っている

というふうにご理解いただければと思います。 

 

【参加者・男性Ｄ】 
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この31歳、飲食店副店長だった行為者が高校生アルバイト17歳の人に、長野県でこう

いう事例があったという場合においては捜査にはなるということなんですか、実際に条

例ができたと仮定してということなんですが、そういうことではない。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】  

捜査に、先ほども知事のほうから何回も申し上げているように、こういう行為が要は

処罰対象にはならないという、それはご理解いただいているわけですよね。 

 

【参加者・男性Ｄ】 

では、その捜査はしないということですか。捜査にはならないということでよろしい

ですか。なければないということですよね。ちょっとそこは、ちょっと先ほどのやりと

りでもよくわからなかったので、よろしいですか。 

 

【参加者・男性Ａ】 

捜査がなければそれわからない、警察というか、その取り締まらないと、捜査しない

と、やってみないと、それ欺罔、威迫とか困惑とかがあったかどうかなんていうのは、

捜査してみないとわからないじゃないかという、捜査してから、それでその後で何らか

の・・・ 

 

【長野県知事 阿部守一】 

これ、ちょっと非常に正確性を期さなければいけないので、我々もあまりいいかげん

なことは言えないわけですけれども。 

まず欺罔とか威迫とか困惑とか、そういうものがなければ、まず処罰対処にはなりま

せん。しかも、それ基本的にはそうしたものが認知されなければ、捜査をするという対

象にはなり得ないというふうに思います。ただ、その欺罔されたというような訴えがあ

って、そういうものに当たるような客観的事実があれば、それは捜査の対象になり得る

可能性を全くないというふうに申し上げるわけではありません。ただ、ここにあるよう

なケースで、例えば、ここのケースは自己の性的満足のみを目的としたものかどうかと

いうことで裁判で争われていますので、そこについては私どもの条例骨子案では対象に

ならないということであります。 

ですからちょっと、どうもこの問題は、正直感じているのは処罰の対象、どちらかと

いうと刑事手続、刑事訴訟手続の話の是非論の話になってしまっているんですが、私は

やっぱり本来、どういうものが処罰の対象になり得るのか、なり得ないのか。 

例えば欺罔されて、だまされて性行為をしてしまったと。これ、私は先ほど申し上げ

ましように、大人と子どもの関係で仮にあったとしても本当に真摯な、そして相互が尊

重して自由意思を持って行うものをこの条例が規制するものではありません。しかも、
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公権力がそうしたものに介入するというものを認めている条例ではありません。ただ、

ではだまされてしまったと、威迫を受けてしまったと、そういう状況下で、しかも子ど

もが性行為の対象になったときに、そうした行為を私たち長野県は是とするのか非とす

るのか、そこが私は一番の基本ではないかというふうに思っています。で、私ども今、

長野県が行政としてお示ししているのは、やはりそこは社会的に批判を受ける行為で、

かつ罰則の対象にしていく行為になるのではないかというのが、今、お示ししている案

であります。 

ですから、そこが一番のポイントでありまして、何というか、捜査、もちろん警察の

捜査は公正にやってもらわなければいけません。しかも、これ非常にプライベートにか

かわる話でありますから、そこは慎重に行うということは大前提でやっていかなければ

いけません。しかしながら、本当に性被害を受けている子どもたちに対してこうした行

為自体がいいもの、いいものというといけないかもしれませんが、尐なくとも長野県に

おいてはいけない行為というふうにはされていないわけであります。それは、今回条例

が、仮にこの案のとおりにつくれば、長野県においてはそういう行為はいけないものと

いうふうになります。 

それは、今までどおり、そういう行為は条例でいけない行為というふうに法規範まで

高める必要がないのか、あるのかということがやはり一番の基本だと思います。で、警

察の捜査であったり、あるいは検察の判断であったり、刑事手続の中でいろいろプロセ

スが出てくるわけでありますけれども。先ほど申し上げたように、我々、ある意味で立

法、これ最終的には県議会の皆さんの判断になるわけであるわけでありますけれども、

案をつくっている我々としては、できるだけ構成要件を明確化して、その疑問が生じる

ことのないようにというふうにさせていただいています。 

それから、先ほどもご説明しましたが、この条例の適用に当たっては国民の権利を不

当に侵害しないように留意する、それから子どもの最善の利益を尊重すると。子どもに

とって何が最善かということはやっぱり前提において、これは捜査を、我々の行政とし

ての対忚も行っていかなければいけないと、そういうことでこういう規定を置いている

わけでありまして、ほかの県の条例と比べていただくと、かなりそうした点は違うもの

になっています。 

ぜひそこはぜひほかの県の条例も、ちょっと今日はお配りしていませんけれども、見

比べていただくと、我々の性被害に対する姿勢が、予防、教育からそれから県民運動、

さらには被害者支援まで、全体として取り組もうとしているものであるということがお

わかりいただけるのかなというふうに思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

発言された方、よろしいでしょうか。ちょっとほかの方からもご意見をいただきたい

ものですからとりあえずよろしいでしょうか。 
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今、若い方々から大変関心のおありになるということでご意見いただいておりまして、

ありがとうございます。ここから後は、処罰規定にかかわらず、この条例全般について

ご意見をいただきたいというふうに思います。どうぞ。 

知事からも申し上げましたように、大人の非難されるべき行為を処罰するという本県

の条例骨子案ですが、そういったところも含めてご意見、よろしくお願いいたします。 

 

【参加者・男性Ｅ】 

タウンミーティング、何回か出させてもらってお話、いろいろな角度からお聞きをし

ているんですが、大変有意義だなというふうに思うことがあります。 

今、前段でお話、いろいろな方から意見出ましたけれども、見方によると個人の恋愛

や真摯な恋愛というやつまで公権力の介入かというような言い方をされていますけれど

も、これ我々が一番忘れてはいけないことは、恋愛は年齢に関係ないですし、人間の感

情ですから、10代の女の子を40代、50代の男の人が好きになることは十分あることで、

逆の場合もあります。これ自然発生的なものなもので、これを罪だとか咎だとかという

言い方をするのは、甚だ、これ誤解を招きやすいので、これを真摯な恋愛と認めていい

と思います。それはさっきの名古屋の判例の中に出てくることだというふうに思いま

す。 

31歳の副店長が17歳のアルバイトの女性にそういう行為をしたということが罰せられ

そうになって、裁判の中で裁判長が真摯な恋愛を認めました。妻子あって、学生で、承

知をしていてそういうおつき合いをしたもの、あえて罪じゃなくて真摯な恋愛として認

めた。無罪とした。そして、ただし大人としてそれは公助良俗に照らしてみると、やは

りこれは不道徳なことだということで、民事的な補償ですとか裁判はこれは受けなけれ

ばいけませんけれども、一忚、人としての道に、やはり真摯な恋愛という部分では準じ

ていたのではないかなという、大変寛大な裁判の結果が出たということで、やっぱり大

岡裁判ではないけれども、よかったかなという思いをちょっと若干しています。こうい

うことは偏見かもしれませんけれども。 

まあそれはそれとして、今、課長さんや知事さんが一生懸命答弁をしていただいてい

ますけれども、長野県の我々が条例をつくるということはどういうことかというと、根

っこにあるものは、我々が今、置かれている社会が、次代を担う子どもたちにとってど

んな激変なものをはらんでいるか、そのことをどれだけ抑止できる力が条例にあるか、

また条例に持たせなければいけないかということのために条例の検討をしているわけで、

これは昭和40年代前半までに、全国46、長野県以外の都府県が全部条例を持ちました。

実は40年代前半に長野県も条例をつくることで条文までみんな挙げたんです。ですが、

るる申し上げると長くなりますけれども、それは途中で消えました。 

その中で、我々は条例を持たずして今まで来た。来て、平成26年に17件の条例があれ

ば適用できたものというような報告がございましたけれども、まだ潜在的にはたくさん
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のものがあるはずです。我々はそのことを知っていながら、条例の是非を問う前に、

我々は環境という部分で子どもたちの人的、物理的な環境を整える仕事も大人の責務で

あります、社会人として。その中の一つとして、条例は我々の一つの責任としてバック

ボーンになければならないものです。 

それで他県の場合も、近くは群馬県、千葉県、神奈川県、私はみんな行って見ました

けれども、彼らとて、昭和30年代から40年代前半にできた条例をそのまま守ってきたわ

けではないんです。時々変わる社会の情勢に合わせながら、改廃を含めて何回、何十回

となく条例を改廃してきています。それで彼らとて、他県ですよ、他県の県民の皆さん

だって県民運動をしてこなかったわけではないんです。長野県よりもはるかにしている

んです。条例があってもしているんです。それでも絶えないんです。今、置かれている

環境が。それを長野県の条例を、条例の是非どころか、条例はすぐに制定してもらって、

できれば性被害に特化しなくて包括的な条例でいいんです。していただいて、それを支

えるべく我々は県民運動を展開する、性教育を展開するということを１日でも早くしな

いと、もう既に、我々がそれに気がついてから、ネットですとかスマホまで来ています。

犯罪を通して想像できなかったようなことがもう既にたくさん発生しています。それに

対忚する手段を持たない我々は基本的な条例も持たずして、これからの次代の子どもた

ちにどう支援できるかという手段を持たない大人になってしまうんです。 

ですから、我々が考えることは、今、何をすべきかではなくて、子どもたちの環境に、

今、長野県が欠けているものを早く見つけて、もう既に見えているんですけれども、そ

のために条例をつくって、我々はその条例が成果を発揮するべく県民運動として支えて

いく。性教育も学校教育も社会運動も全部そうなんですが、条例を元にして、それに沿

うような形で我々の意識と活動を続けていくということを徹底しなければ、この議論は

何年やっても同じです。そして、まだそんなことをやっているか、他県に行って長野県

に条例がないといったら、信じられないと何回か言われました。よくやってこれました

ねというから、目が見えないというのはよくしたもので、見えないから気がつかないだ

けで、これは逆に恥ずかしいです。ですから、我々は条例制定に向けて、今は局部的な

性被害だけですけれども、できれば包括的なものも含んて検討していただきたいという

ふうに思います。 

それでネットのこともそうですし、それから有害自販機図書類のこともそうです。全

てのことが青尐年の環境の悪化に対してこれ拍車をかけるので、それも全部含んで、要

するに今の喫緊のニュース報道でされているのも、殺人事件の半数以上は近親者、兄弟

だという事実と、それから友だち関係という犯罪の中でもスマホやネットを使ったもの

が根底に大多数持っているという状況をよく理解して、これを抑制するため、抑えるた

めの条例も含めて考えてほしい。 

我々は審議会のようなものを設けて、条例の改廃を絶えずレーダーを張って追跡して

いきたいというふうに思っています。県民運動はそこにあってのものだというふうに理
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解しています。お願いします。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。どうぞ、あちらの後ろのほうの女性の方、お願いいたしま

す。 

 

【参加者・女性Ａ】 

私は義務教育、小中学校の保健室で38年間を働いてきました。15年間を中学校の保健

室で、退職前の15年間を働きましたが、先ほども知事のお答えの中にも教育とか、今の

方の発言もそうですけれども、県民運動を本当に腹を据えて県民がやらなくてはいけな

いという回答があったと思いますが。子どもたち、私が接してきた中学生の子どもたち

は、保護者や教師の想像を超えた性行為の活発化というか、性交とか、妊娠とか、出産

とか、そうした事実に向き合ってきたわけです。 

それが野見山さんからお話のあった、この性被害とはちょっと違うというか、中学生

同士の中でそういうことが行われて、私たちも非常に心を痛め、それは子どもたちの無

知から来るというか、では18歳未満は判断能力がないのかという発言もありましたが、

子どもたちはやっぱり学ばないと獲得できないと思うんです。そのことが非常に大事で、

今、子どもたちが早過ぎる性行為に走ってしまう原因の中に、貧困とか家庭における居

場所のなさ等々、いろいろなことを含んでいます。 

かつての教え子が荒れて荒れて本当に荒れて、保健室でもどうしたらいいかと悩んだ

んですが、10代で子どもを産んだんです。で、彼女はご両親が離婚された後、お母さん

が別の方のところに行ってしまい、お父さんもまた荒れてしまい、そういう中で、私は

家庭がなかったから早く家庭がほしいんだと言ったんですよね。でも10代のやっぱり子

どもを産むという、それはまた次の不幸を生み出していってしまうというか、そういう

ことになると思うんです。 

それで、私は学校に性教育、地域とかいろいろな部分で必要ですけれども、とにかく

今できることは、学校にいて早急に実施する取り組みだと私は思います。そして教師た

ちによる性教育の実践ということを真剣に考えてもらえるように、教育委員会と次世代

サポート課の皆様がここまで苦労していろいろやってきた、そこの部分をきちんと連携

を深めていただきたいと思うんです。 

宮城教育大学の数見先生が、子どもたち、これから教師になる子どもたちに性教育の

講座を持ったところ、その学生たちが、先生、今まで性というのは適当にやってきたし、

彼女もいたし、これもいたしなんかで、そんな真剣なものかというような、そういう子

どもたちが教師になる危険を僕は感じると。そして、彼らと講座を持つにしたがって、

やっぱり性が学問で、性は学問なんだというか、だからぜひ中学校、あるいは小学校、

そういった義務教育で働く教師たちが、そういうことに対する本当にやっぱり教育とい
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うことに意識を持ってほしいと思うんです。 

幸いなことに、長野県には人間と性教育研究会に集い学んできた仲間がいて実践があ

ります。それをたたき台にして現場の教師と、本当に長野県の教育をどうしていくのか、

それは人権教育にかかわる先ほどのインターネットの教育とか全部含んでいると思いま

す。したがって、人権教育、性教育の充実という文言が絵に描いたもちにならないよう

に、教育委員会との連携により豊かな性教育、学力としての性教育を現場で進めていく

ための研究体制をぜひ長野県の中につくり上げてほしいと、私は思います。以上です。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか、どうぞ、そちらの。 

 

【参加者・男性Ｆ】 

本日はありがとうございます。長野県臨床心理士会に所属しています。 

私ども臨床心理士会は、医療や教育現場の中でカウンセリングや心のケアに従事して

おります。その中で、子どもたちの性被害に関する相談も決して尐なくなく、深刻な状

況に直面し、そして対忚にも苦慮しているところであります。私といたしましては、今

回の条例案、子どもが性被害、子どもたちを性被害から守るために有効だと思いますし、

そろそろ結論を出していただく時期ではないかなと、こういうふうに思っております。 

この間、専門委員会や公聴会、タウンミーティングなど繰り返し行われてまいりまし

た。有意義な議論が続いていたと思っております。性教育の充実が大切だ、冤罪を防が

なければいけない、加害者に対する再発防止の取り組みも考えたらどうか、県民運動で

この町を守れないか、さまざまな角度で検討されたと思います。中にはこの間、消極的

な議論もあったとのことですが、その間にも性被害に遭われている子どもたちは増え続

けておりますし、ほかにも統計に挙がらない相談事例も決して尐なくないと思っており

ます。現実には待ったなしの状況が進んでいると思います。 

新たな性被害を防いで、性教育に苦しんでいる方の相談体制を拡充するためにも、今

回の条例骨子を定めて速やかに施策を進める段階にしていただければと、お願いいたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。ほかの方いかがでしょうか。ではたくさん手が挙がっており

ますので、申しわけございません。それでは、どうぞこちらの男性の方。 

 

【参加者・男性Ｇ】 

先ほど知事が、我が長野県が目指すその条例というのは名古屋とか他県に比べて大分

狭い範囲のものに規制対象をしているんだと、していくんだというふうに言われていた
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んですけれども、それちょっと残念だなと思っています。他県と同じように、やはり広

い範囲で罰則をつけて厳しく取り締まったほうがいいという私は意見です。 

それで、先ほど子どもの判断能力が未熟という３ページ目のところですか、そこの一

番下のところに書いてあったんですけれども、私はそのとおりだと思っています。ここ

の中に若い人がいて、何でそういうのを否定するんだというふうに言われるかもしれま

せんけれども、やはりいろいろな社会情勢とか、それから事件や何かを見ていると、や

はり判断能力は未熟だと、未熟だと思います。はっきりいって未熟だと思います。いろ

いろな事例から考えて、それは尊重しなければいけないというのはわかるんです。ここ

で言っている判断能力の未熟、即、要するにその前に書かれていた真摯な恋愛、この真

摯な恋愛というのは性交のことを意味しているからここに取り上げたんだというふうに

私は思っていますが、そのとおりでしょうか。それとも、真摯な恋愛というのは性交を

伴わないものも言っているし、性交を伴うものも言っているというふうに思っているん

でしょうか。 

大体、性交を若いときに１回でもしたら、多分、考え方、それから価値観や何かガラ

ッと変わるんだと思っています。そのことを承知でこういう検討をされてきたのかどう

か、その辺のところをちょっとお聞かせください。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。今、ご質問が１点ありました。その部分も含め、今までいた

だいたご意見で、条例も必要、それから県民運動も両方必要であるということ、ただ条

例に関しては、他県と同じようにより広い罰則を設けてはどうかといったような条例に

関するご意見もいただきましたので、ここまでのところで、知事からでよろしいですか、

お願いします。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

いろいろご意見、出たわけでありますけれども。これ条例モデルの検討、条例モデル

を元にしたタウンミーティング等の中でも、より広く、他県と同じような条例にするべ

きだというご意見も出されています。 

ここは非常に難しい判断だと私は思っていますけれども、先ほどから申し上げている

ように、私、この今回の検討、本当に３年前から始めて、一部報道では、初めから結論

ありきのような言われ方をされているところもありますけれども、私は本当に真剣にこ

の問題、どうするかということを考えてきました。やはり、私は罰則で規制をかけると

いうことももちろん必要な場合もありますけれども、しかしながら、これどちらかとい

うと反対、条例に反対、慎重な皆様方がよくおっしゃっているんですけれども、罰則だ

けで全てが解決するとも私は全く思っていません。 

そういう意味で、今回は、しかも罰則をかけるというところ、やはり私は、やはり何
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がどういう行為が罰則の対象になり得るかということについては、明確な規定を置いて

いくということが、これは法治国家であり日本国憲法のもとで基本的人権、尊重されな

ければいけない国としては基本な話、基本的な話だろうというふうに思っています。 

そういう意味で、今回は、構成要件を明確化すること、非常に曖昧な規定は置かない

というのが今回の条例でお示ししている罰則で、もちろんここはいろいろな議論があり

得るわけでありますし、他県で、しかも最高裁判例で確立しているものがあるので、場

合によったら淫行するという規定を置いてもいいんじゃないかというご議論もあり得な

くはないというふうに思っておりますが、しかしながら、私はこれからも大切にしてい

かなければいけないのは、条例だけに頼るのではなくて、やっぱり県民運動、それから

先ほどもお話があったような教育、こうした部分をどうしていくかということをトータ

ルで考えていかなければいけないというふうに思っています。 

そういう意味では、私はぎりぎりの判断として今回お示ししている罰則の対象、ある

いは罰則規定のつけ方というものが、これ正直いって、より狭くという意見とより広く

というご意見、県民の皆様方からは両論あるわけでありますけれども、私としては、こ

の内容が現在、我々が考えている中では最善の内容だというふうに考えてお示しをして

いるところであります。 

もとより、例えば有害図書の話を含めて、未来永劫、罰則の必要性が全くないという

ふうに判断しているわけではありません。しかしながら、私は県民運動をもっと活性化

をしていかなければいけないと思っていますし、やはり、この例えば性行為のところは

先ほどの未熟の話にも関連してくると思いますけれども、未熟のまま放置するのではな

くて、やっぱり教育を通じて、例えば、これは私の私的な見解になりますけれども、や

っぱり責任ある行為として性行為を行わないと私はいけないだろうと。結局、性感染症

の問題であったり、あるいは妊娠の問題であったり、そうしたことが起きたときにお互

いを尊重し合う、そして互いに責任を持てる関係性というものが大前提にあることが重

要だということを、やっぱり子どもたちにもわかってもらえるような教育というのは大

変重要なのではないかというふうに思っています。 

そういう意味では、この今回の条例は罰則規定のところだけが賛否両論分かれて議論

がそこに集中してメディア等に取り上げられているわけでありますけれども、この教育

と、それから県民運動、罰則、さらには被害を受けた子どもたちに対する支援、これを

全体としてやっぱり考えて、これをまずは私としてはしっかりと進めていきたいという

のが私の思いであります。 

包括的な条例をという部分については、そういう意味では私の今の考えとか、県の案

はそこに期待に忚えられる中身にはなっていないわけでありますけれども、ぜひトータ

ルとしてごらんいただければありがたいなというふうに思いますし、学校の教育の問題

がありましたが、私も実はこの意見交換する中で教育学部の学生と話をしたときに、実

は学校の先生になる人が性教育をちゃんと受けていないという話もありましたので、教
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育委員会には、教員になる人に対しての教育をちゃんとやってほしいというお願いをし

て、今年からやってもらえるようになっています。 

あと、お話あった相談体制についても、今回の条例は、今、申し上げたように部分部

分だけでいいとは思っていませんので、居場所づくりも含めて相談体制の充実というこ

とを盛り込ませていただいています。これは条例という形なんで、何というか、条文の

形にすると非常に無味乾燥な表現になっているところがありますけれども、これは、ま

だ皆様からご意見いただいて、最終的にどうするかということはその上で判断してまい

りますけれども、条例になったあかつきには、ぜひ県民の皆様方の幅広い協力のもとで

実行していきたいと。そういう思いも込めて、これまでも意見交換させていただいてき

ましたけれども、今まで条例のモデルをもとにの意見交換で、今回は条例骨子を県とし

てお示しした上での意見交換になっていますので、やや私の思いが走り過ぎているとこ

ろもあるかもしれませんけれども、私の思いも含めて意見交換させていただいていま

す。 

皆様方のご意見、それぞれごもっともだというふうに思いながらも、さまざまな多様

なご意見のやはり全てを満たすということはなかなか難しい中で、今、お示ししている

ものが、私としては現時点では最善のものというふうに考えています。またちょっとい

ろいろご意見いただければありがたいと思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。冒頭、時間のご案内申し上げたんですけれども、３時半とい

うことでご案内したんですけれども、まだ、何名かの方、手が挙がっております。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

ごめんなさい、ご質問に、先ほどの真摯な恋愛の話がありましたけれど、これはここ

に書いてある真摯な恋愛自体が真摯な恋愛イコール性行為というつもりで書いているわ

けではなくて、真摯な恋愛というものの中に、もちろん性行為が伴うものもあれば、伴

わないものがあるというふうに思っています。 

その判断能力の未熟さというところについては、もちろん個々の子どもたちの、これ

教育だったり、我々周りにいる大人がそうしたものをやっぱり意を用いていく必要があ

るというふうに思っていまして、実はこれまでも教育の関係では、これ青尐年育成県民

会議の皆さんが主催していただいて、子どもを性被害から守る地域研修会というのも行

ってきていますし、また、ひまわりっ子保健室の連絡会というのも設けて、学校教育だ

けでなくて地域の皆さんと一緒にこの性の教育の問題についても一緒に考えていこうと

いう取り組みを広げていますので、ぜひまたそういう取り組みにも皆さんにはご参加い

ただければありがたいと思っています。 
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【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

よろしいでしょうか。まだしばらくお時間を延長させていただいてもよろしいでしょ

うか。まだ、たくさん手が挙がっている状況でございますので、よろしければ引き続き

ご質問、ご意見を受けたいと思いますが、よろしいですか、はい。すみません。 

では、こちらの男性の方、お願いいたします。 

 

【参加者・男性Ｈ】 

挙げていただいている事例を見ますと、大体、男女が二人だけの場で事件が起きると

いうことが多いかと思いますけれども、そういった場合に、被害者になるであろう方が

「ＮＯ」という力をやはりつけていくことが大事だろうというふうに思うんですね。 

先ほどから知事のほうから教育の重要性ということをおっしゃっていただいていて、

非常に心強く思うわけですけれども、しかしながら、学習指導要領というのがございま

して学校現場で教える内容が決まっておりますけれども、中学校の学習指導要領では、

性交については取り扱わないものとするという記述になっているんですね。私も学校現

場にかかわっているものですから、学校現場にいたときは中学生に対して性交まで含め

て指導してきたんですけれども、そういう中で子どもたちからは、そういうことだった

のかよくわかりましたというような感想もいただいたことがあります。 

やはり性交というのは何なのか、そのことによってどういう結果がもたらされるのか、

妊娠から、あるいは性感染症、時にはＰＴＳＤ等まで含めて触れるわけですけれども、

そういったことを、とり分け中学生段階の子どもたちに教えてあげることが、自ら被害

を防ぐために非常に重要であるというふうに思うわけですけれども、一方で学習指導要

領の縛りがあると。 

もし、この条例が決まって教育をいうふうに言われても、いや、それは学習指導要領

にだめと書いてありますからできませんということになると、教育が進まないという問

題が一方で生じてくるわけですね。そのあたりをどのように一体、県のほうではクリア

されていこうとしているのかということについてお聞かせ願えればと思いますけれども、

以上ですが。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。性教育の関係、後ほどまとめてお答えしたいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【参加者・男性Ｉ】   

私、２月議会でこの条例について質問もさせていただきましたので、私も発言させて

いただきます。 

最初の報告で、野見山様がＡ、Ｂ、Ｃさんの事例を話をしていただいて、やはりそう
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いった子どもたちに対して大人たちが言葉巧みにつけ込むということはあってはならな

いと、私は聞いて改めて思いました。ですので、こうした大人たちをどうすればいいの

かということを私は真剣に考えてなければいけないなということを、今日は新たな認識

にさせていただきました。ありがとうございました。ただ同時に、私、残念でならない

のは、ここに集まっている会場の皆さんは子どもを性被害から守るためにどうすればい

いのか、つまり性被害を減らしていく、なくしていくためにはどうすればいいのかとい

うことで集まっていると思いますが、この処罰規定が骨子案として出されてから、その

言葉巧みにつけ込む大人をどう処罰すべきかというところに議論の主眼が行ってしまっ

ているということが残念であります。 

私は、だから、もし条例をどうしてもつくるのであれば、まず県民がこれだけ賛否両

論、意見が割れていますので、処罰規定を除いたインターネットの適正利用、それから

性教育、そして県民運動、この長野県がこれまで数十年間培ってきた流れをさらに発展

させる、その上でどうするかということを、今、検討する段階かなと思っています。 

ある若者と、実はこの若者と知事と意見交換するという会に参加した後、ある方、そ

の参加した19歳の女性の方に意見を聞きました。その方は実は中学、高校生のときにア

メリカに留学をしていたという話をしてくれました。そこでは、もう中学、高校から男

女交えて学校の先生が性教育をしたそうであります。そこで、もちろん子どもたちはこ

のセックスということに関して茶化したり、恥ずかしいよという話があったんだけれど

も、学校の先生たちは、本当にこういった行為は、真摯な恋愛ですね。その二人の男女

の関係の中でそういった行為をすることはすばらしいことなんだ、神聖なものなんだと

いうか、とても愛し合った二人が行うことはすばらしいものなんだということを一生懸

命話してくださったそうであります。 

その彼女はその話を聞いて、こういった性行為は本当に愛する人にしかしないでおこ

うと。性行為というのは大切なもの、子どもが生まれること、家族をつくるもの、だか

ら簡単な理由でそういったことをしてはならないということを、教育によって学んだと

いう話をしてくださったことが印象的です。そういったものが、これまで長野県やこの

日本全国であったのかなということを私はこれから考えていきたいなと思っています。 

その上で、今、議論を整理して、短めにしていきますけれども、議論を整理していく

と、結論は子どもの性被害を減らすためにどうすればいいかという流れの中で、ではこ

の処罰規定があって性被害は減っていくのかというところであります。ここで抑止力が

あるというのが県の立場というのが２月議会の結論でしたが、県議会側の県議の皆さん

は、いや全然、46の都道府県では性被害は減っていないんじゃないかというのが意見と

してありました。平行線でした。私もそう思っています。 

その上で一番問題なのは、冤罪が生まれるのではないかというのを心配しているのと、

それから先ほどＱ６でほかの方が質問されていましたが、愛知県の事例があったときに、

これは長野県で条例があったら捜査されるのか、されないのかというときに、明確に威
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迫、欺き、困惑というものがあればするということですが、なければしないと言ってい

ましたが、ここでは書いていませんのではっきりしない。つまり捜査される可能性があ

るということが、今日の議論で私ははっきりしたと思っています。 

その点で、まとめていきますけれども、私、正しいことを県民には説明しなければい

けないと思っておりまして、このＱ＆Ａで、Ｑ３の真摯な恋愛に立ち入るものではない

でしょうかということで、先ほど立ち入るものではないかのような県のお話がありまし

たが、実は威迫、欺き、困惑に乗ずれば、ここで真摯な恋愛かどうかの捜査が始まると

いうことを、これははっきり書いておくべきだと思います。 

それから３ページの一番上の誘惑については、通常の恋愛でもあり得ることから採用

していませんと書いてありますが、私は県議会で困惑という、この困って惑うという、

困惑ということも恋愛にはつきものだということを述べさせていただきました。この２

行目に「等」という、などという表現については拡大される余地を排除するため削除し

ましたと書いてありますが、私は、困惑という言葉自体が拡大解釈されるおそれがある

と、このことは、ほかの法律の専門家の方も指摘しています。その点を県の方はどう思

われるのかということを考えていただきたいと思います。 

また威迫という言葉もあります。もちろん暴力団と一般市民の間の中で威迫されたと

いうのは明らかであります。また、物を売買する流れの中で威迫というのがあれば明ら

かなんですが、男女の関係の中の威迫というのは、大変、これも微妙だと思っていま

す。 

最近、はやっているのが壁ドンというのがはやっているらしいんです。壁ドン、要は、

壁に立っている女性に自分の思いを伝えるために、壁をドンとたたくという行為であり

ますが、私はこれは威迫だと思っています。その二人の関係の流れの中で恋愛というも

のが生じれば、女性にとっては威迫と感じないかもしれないけれども、その関係が微妙

になってくれば、それは威迫になってくる。 

正確性を求めるという話がありましたが、この威迫、欺き、困惑という部分には、大

変、正確性というものが測れない、大変、拡大解釈をされてしまうおそれがあるという

ことを県民の皆さんは心配しています。そういった議論がまだ十分に私はなされていな

いと。特に若者との間ではタウンミーティングは２回だけで、そして１月に私は参加し

ましたが、若者との議論はたった10分でした。そのようなまだ短い議論、尐ない議論の

中で結論を出してもいいのか。私は百歩譲っても、この処罰規定というものはもう尐し

慎重にして、別のものを発展させるというところで県政を動かすべきだと考えています。

以上です。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか、どうぞそちらの女性の

方。 
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【参加者・女性Ｂ】 

今日、医療関係の方というのは来ていらっしゃいますでしょうか。私、外国籍の子ど

もたちのちょっと性被害について、相談などをちょっと受けているんですけれども、そ

の関係で、10年以上前からちょっと取り組んでいることがございまして。 

救命救急のときに、性被害に遭った子たちが血を流していなくても急患扱いというこ

とで、法医学の看護師さんがきちんとしたケアを行うということで、東京都などではや

っているものなんですけれども。３ページの（２）の性被害を受けた子どもの支援に関

する施策のアというところで、今年の７月にワンストップの支援センターを設立すると

いうことで、医療関係のところで、これを一番最初に扱っていただきたいということを

県民としてお願いしたいと思います。以上です。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。あと、ほかにございますか、そちらの女性の方。 

 

【参加者・女性Ｃ】 

先ほど学力としての性教育というご意見に、本当にこういう充実した教育がなされる

ことは本当にうれしく、心強く、すばらしい意見をいただいたと思っております。 

それから包括した条例というご意見について、ちょっと私、思うことがあるんですけ

れども。それと一緒に、今、条例ではなくて別のものを発展させるというご意見、この

別のものと包括というものを考えたときに、ちょっと私、思うものがありまして資料を

持ってきました。 

私、自分の中で、和歌山県が一番最初にこの淫行処罰条例を制定してから56年ぐらい

の年月があって、もちろんさっきご意見がありましたように、幾つかの改正を得ながら

発展してきたものですけれども、多分、その50数年前の時代は、女性の権利というもの

はおそらくそんなに大きなウエイトを占めているものではなくて、緊急処置的に女性を

救済する、被害者を救済する、その目的のためにつくられた割合が大きかったのではな

いかと思います。 

時代が進んで、21世紀における国際人権法の役割というような講演会も開催される時

代になりました。そこの講演会では、女性差別撤廃委員会の活動を例としてのお話があ

りました。その中の最後に書いてあることですけれども、どこの国でも人権侵害はあっ

て、どこの国にも女性差別があるということなのです。しかしながら、いわゆる人権先

進国と人権後進国との間には大きな差ができております。その差はどこから来るのかと

いうことを見ていきますと、結局、先進国では人権侵害があっても、被害者は最終的に

司法によって救済されるのですという文言がとても心強く思いました。この人権教育、

これを学力としての性教育、それから別のものを発展させる包括した条例、そういうも
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のを含めて改めて女性差別撤廃、これに人権というものを中心に置いた条例であってほ

しいと思います。 

淫行であるのかどうであるのかという細かいことではなくて、これは差別、これは人

権問題だというふうに大きな視野の中で捉えていただければ、こういう事例、事件、悲

しいできごとに対しても対処できるのではないかと、そんなふうに思うのですが、いか

がでしょうか。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。時間の関係もございます、まとめていただきたいと思います

が、ほかにご意見ございますでしょうか、どうぞ。 

 

【参加者・女性Ｄ】 

簡単に２つ質問させてください。 

まず１つが、骨子案の２ページの４番に、子どもを性被害から守るための取組に関係

する者の責務、役割等とあるのですが、この（１）、（２）、（３）、（４）、（５）

の中に子どもが含まれないのはなぜですか。 

もう一つ、先ほどからも、性教育の充実についてお話があるんですけれども。学習指

導要領の中では性交は扱えないことになっていますが、その人権教育、性教育の充実の

中で、すみません、基本的施策の人権教育、性教育の充実、インターネットの適正利用

の推進の中の文章の最後が全て「充実を図るものとする」と書いてあるのですが、どう

いう状態になったら充実が図れていることになるのかが不明確だと感じます。教員等に

対する研修は、例えば１回でもした、教材を学校に配布した、それだけで充実が図れた

と言えるのでしょうか。実際にどういう研修を実施するか、どういう教材をこの条例が

通ったら配布するのかという具体例を出していただかないと、それが実際、性被害をな

くすることに結びつくかを議論することができないと思います。早急に性教育の充実に

ついて具体的な施策を出してください。お願いします。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございました。ではもう一方どうぞ。 

 

【参加者・男性Ｊ】 

先ほど野見山先生がせっかく例を挙げていただいた、最初の中学の先生が子どもに対

して行為をしたということに対しては、今回の条例では罰せられない事例になると思う

んですけれども・・・塾の講師ですか。実際、ああいう例が多いと思うんですね。だか

ら本当は、あれは威迫とか困惑とか欺きがなくてというふうになってしまうと、本当は

そういう例が意外と多いと思うんです。 
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本当はそういうものを罰するようなものがほしいと思うんですけれども、さまざま条

例に関しては冤罪があるかという意見もありますから、それは妥協するとしても、やっ

ぱり性教育も含めて、大人もそうですけれども、性というものに対するモラルが非常に

曖昧というか低いといいますか、そういった道徳教育というんですか、性のモラルに関

する道徳教育、こういったものをぜひ強化して、子どもももちろんですけれども、大人

も含めて、そういう道徳教育をぜひ考えて進めていただきたいなと思います。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。大体、お手の挙がった方のご意見を聞いたかと思いますけれ

ども、とりあえず、後でよろしいですか、すみません。後でちょっとご意見をいただき

たいと思いますが。 

それでは、今までご意見いただいたものの中で一つポイントとすると、性教育だとか、

あるいは性のモラルに関する教育の充実、より具体的にどうしていくのかというご質問

がありましたし、それから処罰規定に主眼が行ってしまっているというご指摘、さらに

は、県民運動ですとか教育だとか、相対的にもっともっと拡大しなければいけないんじ

ゃないか、それを優先させるべきではないかというご意見、それから、人権という視点

を中心にというご意見もありましたし、それからワンストップ支援センターですね。こ

れに関しては医療に関する対忚をぜひお願いしたいというご意見もありました。それか

ら、２ページの主体の中に子どもが含まれていないというご指摘ですね、そんなような

ご指摘がありました。 

こういった部分について、まとめてちょっと県のほうから回答をお願いしたいと思い

ます。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】  

性教育につきましては、会場のほうからもご意見ございましたように、学校現場では、

文部科学省のほうで学習指導要領を定めております。教育委員会でよろしいですか。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】  

教育委員会の職員もまいっておりますので、教育委員会のほうの立場からお答えをお

願いします。 

 

【保健厚生課長 林信一】 

教育委員会の保健厚生課長の林と申します。学校現場での性教育、性に関する指導の

ことのご質問をいただいております。 

学習指導要領に基づきますと、ご質問でもありましたように、中学校では性交につい

ては教えられないということになっておりまして、それぞれの発達段階に忚じた指導を
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行うということになっております。必要な場合については個別の指導というものを挙げ

るところでございます。 

それぞれの子どもたちに自分で決定すること、それから他者を尊重すること、適切な

行動がとれる力を育てることということのために、では学校現場で具体的に教師がどう

いう授業を進めていけばいいかということについては、長野県教育委員会としてもより

効果的に先生方が取り組めるように、いろいろな資料を作成しているところでございま

す。性に関する指導に関する手引きですとか、外部講師を活用した性に関する指導の実

践事例、こういったもので、先生だけでなくて外部の方も交えて、そういった発達段階

に忚じた授業ができるように進めるための手引きを作成している、で、活用してもらっ

ているところでございます。 

当然、先生方に対する性教育についての研修会も行っているところでございますし、

先ほど知事からもございましたように、平成28年から、今年からは新規に採用になりま

した教員の皆様全員に、性に関する具体的な指導方法に関する研修も行うということで、

進めようとしているところでございます。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】  

よろしいでしょうか、それから、それ以外の部分、では青木課長のほうからお願いし

ます。 

 

【次世代サポート課長 青木隆】  

学校教育以外にも地域における性教育、人権教育の充実ということで、青尐年育成県

民会議を中心に、大人に対するもの、それから大人、それから子どもに対するもの、あ

わせて県民運動の中でも性教育、人権教育の充実というものを図ってまいるということ

で今年度も計画しているところでございます。 

それから、ワンストップ支援センターにつきまして、医療現場の力をぜひ入れてほし

いというご要望でございますけれども、現在、検討しております７月を目途に開設する

ワンストップ支援センターでございます。 

これは別に子どもだけではなくて大人も対象に、支援対象にしておりますけれども、

これについては、当然、産婦人科医と医療現場のご協力がなくては立ち行きませんので、

医療機関のご協力を得ながら運営していく想定になっております。 

それから、人権を中心とした条例であってほしいというご要望もいただきました。性

被害というのは人権侵害の最たるものであると考えておりますので、この子どもを性被

害から守る条例の骨子案の中でも人権教育、これは性教育にあわせて充実を図っていか

なければいけないという考えでございます。 

それから、また会場の中でいただいた中で、子どもを性被害から守るための取組に関

するものの責務、役割等に子どもが入っていないのはなぜですかというご質問もござい
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ました。守るための対象になっているということもあるわけでございますけれども、当

然、この県民の中には、当然、子どもを含めた形で想定をしているところでございま

す。 

それから、充実を図るというのはどの程度かということ。これは、あくまでまだこれ

は条例の形、その骨子案ということでございまして、ここにそれ以上のものをちょっと

載せるというのは難しい面がございますけれども。昨年度から性教育の充実という中で、

性教育、それから予防教育ですね、広くは予防教育という中で、高校の現場でキャラバ

ン隊という形で、ネットの被害に遭わないようにというようなことで、全県立高校、そ

れからご希望によりまして私立の高校ですとか、中学校にもキャラバン隊の派遣という、

授業の中で予防のための教育の充実を図っておりますし、先ほど教育委員会の林保健厚

生課長からもございましたけれども、教員の新規採用教員の充実ですとか、さまざまな

形で教育の充実を図っております。 

ただ、条例の形では個々に細かいものを載せることはちょっとできないということも

ございますので、今後、具体的にさまざまな取り組みを進めているところでございま

す。 

それから、処罰規定は後回しにしたほうがいいのではないかというご意見もございま

したけれども、これにつきましても、非常に限定的に長野県の条例骨子案でお示しした

処罰規定というのは、先ほど来ご説明しておりますように限定的なものにしていると。

特に非常に曖昧な部分というのは最高裁判例の第２類型、子どもを性被害の対象でしか

扱っている、いないかというのが非常に問題になってくるわけでございますけれども、

それは除いている。また第１類型についても限定的にしていると。困惑、それから威迫

も恋愛にはつきものではないかということでございますけれども、壁ドンが全て威迫か

というと、ちょっと私は非常に疑問に思うわけでございますけれども、困惑も恋愛につ

きものかというのは、ちょっとそこら辺は見解の相違ということもあろうかと思います

けれども。 

ざっとでございますけれども、ご質問等に対する回答とさせていただきたいと思いま

す。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

野見山さんのほうで先ほどお手が挙がりましたけれども、補足される部分がございま

したら。 

 

【野見山ナオミ氏】  

ありがとうございます。壁ドンについては、デートＤＶのご相談もよくお受けします

けれども、怖いと言われます。ですから、壁ドンはＤＶだと私はお伝えしています。 

それから、本当に被害に遭っている人たち、子どもたちが現実に存在をしているとい
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うことを念頭に置いていただけると本当にありがたいなと思います。まだ全然起きてい

なくて、ではこれから何をやっていくのかということを考えていただく場ではないんだ

ろうと思っています。現実に起きている子どもたちを救済していただくためのものであ

るというふうに考えています。ですから、その中に処罰条例があっていいのではないか

と思います。 

本当に性教育は大事です。ですけれども、学校に行かれない子どもさんもいます。受

けることができない子どもさんもいます。そういう子どもたちが、受けていないことで

逆に責められるようなことになってはならないというふうに私は思っています。 

それから、本当に声を挙げてくれる人たちは氷山の一角です。本当に本当に尐ない人

たちです。でも、県がこれを、こういうことはいけないことなんだよ、処罰に該当する

よなことなんだよと示していただくことで、早期に子どもたちが声を挙げていただける

ものだと私は思っています。そこに相談体制、聞く大人がいてくれれば、必ず子どもた

ちは早期に声を挙げてくださると思います。そうすると、先ほど事例でお話させていた

だきましたような、深い深い傷を負って生涯に影響を及ぼしていくようなことが減って

いくというふうに思っています。そのことをぜひご理解いただけたらなと思います。す

みません、ありがとうございました。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

ありがとうございます。どうぞ、あとお一方だけ、すみません。 

 

【参加者・女性Ｅ】 

動く保健室をやっている者です。２年前に退職して地域でそんなことをやっています

が、長い間、子どもたちとかかわってきています。 

子どもに教育をすることに一番影響が大きいのは、私、さっき林さんという保健厚生

課の方が言ってくれたその分野だと思うんですが、お話された中で、子どもたちに学習

指導要領の中で性教育をやっていくことはちょっと難しい、発達段階に忚じたというよ

うな平べったい言葉で答えてくれたんですが、手引きもつくっているし外部講師も呼ん

でやっていますと言いますが、私、学校に実際にいたので、そういう人が言ったほうが

わかりやすいと思うんですが、外部講師を呼んでやるという、１年に一回ぐらい呼んで

性教育をやりましたという学校がかなり多いと思います。 

それから、手引きをつくっているということで私も見せてもらいましたが、その中に

私たちサークルがつくり上げた実践も入っているんです。性交を教えられないような、

ちょっと学習指導要領がはみ出るようなことはできないよみたいな考えで手引きをつく

っている、その手引きというのはどのくらい使えるものなのかというふうに思うんで

す。 

学校の先生たちというのは、10年くらい前に東京の養護学校、七尾養護学校というと
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ころで、かなり人形を使った詳しい性教育をやっていた学校が、都議会の中で意見を出

した議員がいたんですが、あんなことまでやり過ぎじゃないかというような事件があっ

て、教材などを全部取り上げられてしまった事件があったんです。結果的に裁判をして、

最高裁までいって勝訴にはなったんですけれど、学校現場では、こういうふうな事件が

起きたという脅しのことだけは伝えられているんですが、結果的に何年かたって大丈夫

だったということは何も知らされていないので、教師たちは結構、萎縮しているんです。

性教育も消極的です。中には、子どもの実態をよく知っている養護教員などを中心に頑

張って性教育をやっている学校もありますが、600ぐらいある学校で、一体、どのくら

いなんでしょうかというものです。 

覚せい剤の授業をやりましたかとか、飲酒の授業をやりましたかとか、そういう調査

はとてもたくさん入るんですが、性教育、どういうところまでどういうふうにやってい

ますかということを、七尾養護学校の事件が起きたときはやりました。すぐ調査が入り

ました。だけど、今みたいにもっと子どもたちに、子どもたちのためになる性教育をや

ってほしいと願っている教師も尐なくないんです。なので、学校でどこまでできている

のかぜひ調査をしていただいて、何だこれしかできていないのかということであれば、

その手引書だって見直さなければいけないと思う。もっと使えるものをつくっていかな

ければいけない。 

私、タウンミーティング、前のときに、私たちサークルで、小学校で、中学校で、最

低これだけは教えてくださいという手引きをつくりましたから、それも見てくださいと

言ったんですけれども、何も声がかかってきません。 

ぜひ、その辺も保健厚生課の方たち前向きに、現実に学校の現場でもっといい授業が

できるような、そういうふうにしていってもらいたいと思うんですが、よろしくお願い

します。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 

今、性教育の充実の部分についてお話がありましたので、林課長のほうから改めて、

さらに今後充実するということについての考え方をご回答いただけますでしょうか。 

 

【保健厚生課長 林信一】  

林でございます。今、貴重なご意見をお伺いしました。 

この条例には、骨子にもございますように、学校等における人権教育、性教育の充実

を図るというものの一つとして、いろいろな方策があろうかと思います。先ほどは現状、

取り組んでいることについて申し上げましたが、さらにこれを深めていくように、また

検討してまいりたいというふうに思うところでございます。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】 
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具体的にこれからどういうふうに充実していくのかというところについては、十分ご

意見をいただきながら考えていきたいというふうに思います。 

時間も既に４時を過ぎましたけれども、これまでのところをまとめて、知事のほうか

らよろしいでしょうか。 

 

３ 知事総括 

 

【長野県知事 阿部守一】  

予定の時間を大分超過をして、意見交換させていただいておりますが。いろいろなご

意見いただいて、私ども県としての考え方もお伝えしてまいりましたけれども、ある程

度、ちょっともやもやとしていたことが尐しはわかるようになったという感じですか

ね。 

まあ100％とはいかないですけれども、多分、スタートとのときに比べるといろいろ

なお話、ご意見が出て、私どもの言っていることが100％わかったとは言わないまでも、

まあ県がどういうことを考えているかということは、一定程度わかっていただけたので

はないかなというふうに思います。 

前半、ちょっと罰則のところに特化した話になったわけですけれども、繰り返しにな

りますが、この罰則だけでやっていくということではない条例だというのをまずご理解

いただきたいと思いますし、教育の話で、特に性教育の話については、これは教育委員

会としては学習指導要領を基本的に遵守しながらやらなければいけないという、かなり

枠がはまっているというのも事実だろうというふうに思います。ただ、私はこの性教育

の充実というふうに、これ条例に書く、先ほどどこまでやるかというお話がありました

けれども、この条例というのは、例えば毎年とか、あるいは５か年計画とはちょっと違

うので、非常に漠然とした書きぶりにしかなっていないです。だから具体的に何かよく

わからないというご質問が出るんだと思いますけれども。 

しかしながら、これ条例に仮になれば性教育の充実、これ県としてしっかりやらなけ

ればいけない話になるので、逆にいうと、県民の皆さんが、いや性教育の充実というの

は一体何をやっているんだという今みたいなご意見をどんどん出していただけますし、

我々それを、いや、条例でこういうふうに書いてあるのにやっていないなんていう話は

できないですから、それはしっかりやっていくことになります。 

それから、先ほど学習指導要領、教育委員会は学習指導要領に縛られていますけれど

も、もう一つ、教育と同時に県民運動大事ですねと、私は申し上げてきていますけれど

も、まちの保健室をやっていただいている皆様方の取り組みを初め、先ほども言った県

民会議でも地域の皆さんに対する性教育、あるいは子どもたちへの性教育、これ、学校

だけではない取り組みも既に始めています。ぜひこういう部分については、今までそれ

ぞれ子どもたちに向き合ってきていただいている皆さんにも協力をいただいて一緒にや
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りたいと思っていますし、そういう皆さんの活動を、我々県もバックアップしていくよ

うな形で、先ほどのひまわりっ子保健室みたいな話は、まさにそういう一環であります

ので、ぜひ学校の取り組みをどうするかということとあわせて地域の取り組み、県民全

体の取り組みをどうするかということもあわせて、対忚をしていきたいと思っていま

す。 

あと、人権のお話をいただいて、私も大変重要なお話だと思っています。先ほど壁ド

ンみたいな話もありましたけれども、ある弁護士が書かれている本を見ると、例えば何

で強姦罪、暴行また脅迫ということで条文上は書いてあります。だけど、判例、通説は

抗拒不能、抵抗できない程度というふうになっています。これはその女性弁護士の方の

認識では、かつてやはり、例えば法曹界、弁護士であったり、裁判官であったり、検察

であったり、ほとんど女性がいない時代があって、やはりジェンダーバイヤスかかって

いたんじゃないかというようなご指摘もあります。そのことが、真偽は私はわかりませ

んけれども、しかしながら、どうしてもやっぱり男性、これ今回の被害者は男性も女性

も両方、女性、男性の子どもも被害者になり得るわけですけれども。どうしても性差に

よる見方の違いというもの、特に先ほどお話あったような女性の視点というのが本当に

日本の中では、かつてはやはりあまり重視されてこなかったということはあるのも事実

だろうなというふうに思います。 

そういう意味では、これ女性の人権ということだけでなくて、やはり男の人権、男の

子の人権も含めて、やはりこの性行為の話は、先ほど申し上げたように、やっぱりお互

いを大切にする。そして自分も大切にする。そういうことが基本になければいけないん

だろうというふうに思っています。ですから、そういうことも含めて、先ほど道徳教育

というお話もありましたけれども、しっかりと自分を大切にする、そしてそれと同時に

相手のことも思いやりを大切にする。そういう社会にしていかなければいけないという

ふうに思っています。 

あと、後半もさまざまご意見いただきましたけれども、教育の重要性、あるいは人権

意識、そうしたご指摘をいただきました。我々そうした問題意識、しっかり受けとめさ

せていただきながら今後の取り組みを考えていきたいというふうに思っています。 

一忚、今、私のほうで皆様方から出ているご意見に対してお答えしましたけれども、

大分時間も過ぎていますけれども、どうしても何かこれは言っておきたいという方がい

らっしゃったらどうぞご発言いただければと思いますが、よろしいですか。 

では特になければ、今日のタウンミーティングは以上とさせていただきたいと思いま

すが、私が締めてしまっていいんですか。 

 

【こども・若者担当部長 轟寛逸】  

では最後、私のほうでさせていただきます。どうもありがとうございます。 

今日もたくさんご意見をいただきましたけれども、条例骨子案につきましては、４月
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25日までパブリックコメントを募集しております。ほかにもご意見おありかと思います。

パブリックコメントのほうにも多くのご意見をいただきたいと思いますので、お寄せい

ただければというふうに思います。 

いずれにいたしましても、本日、さまざまご意見ありますけれども、子どもを性被害

から守る、あるいは子どもが性被害で苦しむことのない長野をつくるということについ

ては、みんな同じ目的意識をお持ちの方々が今日お集まりだと思います。そのために県

としても皆様方のご意見を伺いながら、一生懸命取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

そんなところで、本日の意見交換、締めさせていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 

４ 閉 会 

 

【広報県民課長 藤森茂晴】 

参加者の皆様、ありがとうございました。 

それでは、ちょっと事務局のほうから事務連絡を申し上げます。限られた時間の中で

したので、ご発言いただけなかった方も大勢いらっしゃいます。ということで、封筒の

中にアンケート用紙がございます。ご意見などを記入していただきまして、出入り口、

出口のところにございます回収ボックスのほうにご提出いただきますようお願いいたし

ます。 

それでは、これをもちまして県政タウンミーティングを終了いたします。長時間にわ

たりご協力いただきましてありがとうございました。気をつけてお帰りください。 

どうもありがとうございました。 


